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�
�
�
�
�
�
第１１５期利益処分案承認の件�
定款一部変更の件�
取締役８名選任の件�
補欠監査役２名選任の件�
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�
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　　　第２号議案�
　　　第３号議案　�
　　　第４号議案　�
　　　第５号議案　�

記�

（１）�

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。�
　さて、当社第１１５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、�
ご出席くださいますようご通知申し上げます。�
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討いただきま�
して、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権をご行使く�
ださいますようお願い申し上げます。�

［郵送による議決権の行使］�
　　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示され、株主総会の会日の前�
　日（平成１８年６月２８日（水））午後６時までに到着しますようにご返送く�
　ださい。�
［インターネットによる議決権の行使］�
　　同封の議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスし�
　ていただき、株主総会の会日の前日（平成１８年６月２８日（水））午後６時ま�
　でにご行使ください（２頁をご参照ください。）。�
　　なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権�
　を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものと�
　いたします。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具�

　第１１５期（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）営業報告�
　書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸�
　借対照表および損益計算書報告の件�
　会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報�
　告の件�

１.�
�
�
２.

（次頁に続く）�
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（２）�

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】�

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了
承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。�

１．インターネットによる議決権行使は、会社の指定する議決権行使
　　サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電
　　話を用いたインターネットでもご利用することが可能です［一部
　　のインターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェア、携帯電話の一部
　　機種ではご利用できません。］。�
２．インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権
　　行使書用紙に記載の議決権行使サイトにアクセスしていただき、
　　議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内
　　にしたがって議案の賛否をご登録ください。�
３．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、
　　インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていた
　　だきます。�
４．インターネットによって、複数回数、または、パソコンと携帯電
　　話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを
　　有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。�
５．議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金
　　および通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担
　　となります。�

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】�

　インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきまして
は、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。�

株主名簿管理人  住友信託銀行証券代行部�
【専用ダイヤル】        �
  ＜住所変更等用紙の請求＞  �
  ＜その他の照会＞     

7０１２０-１８６-４１７（２４時間受付）�
7０１２０-１７５-４１７（２４時間受付）�
7０１２０-１７６-４１７（平日９:００～１７:００）�

記�

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
　さいますようお願い申し上げます。�
○代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合
　に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。�
○本招集ご通知添付書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が
　生じた場合には、当社ホームページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｓａｈｉ-ｋａｓｅｉ．ｃｏ．ｊｐ/ａｓａｈｉ/ｊｐ/ｓｈｏｕｓｈｕ/
　１１５．ｈｔｍｌ）において、掲載することによりお知らせいたします。�
○当社は、（株）ICJが運営する「機関投資家向け」議決権電子行使プラットフォームに参
　加いたしております。�
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（３）�

（報告事項に関する添付書類）�

営　業　報　告　書� 平成１７年４月１日から�
平成１８年３月３１日まで�（� （�

�Ⅰ．営業の概況�

１．企業集団の営業の経過および成果�

　当期における我が国経済は、民間設備投資の増加や好調な企業業績を
背景に、景気回復の兆しが見られました。しかし、事業を取り巻く環境
は、中国を中心とした世界の原油需要の急増により原油価格が上昇を続
け、石油化学製品の原料となるナフサなどの原燃料価格が著しく高騰す
るなど、厳しい状況で推移しました。�
　このなかで、当社および連結子法人等（以下「当社グループ」と呼び
ます。）は、本年３月に終了した３ヵ年の中期経営計画「ＩＳＨＩＮ－０５」
において、「選び抜かれた多角化」の実現と、キャッシュフローを稼ぐ体
質への転換を目指しました。これに基づき、当社グループでは、強い事
業の一層の強化を図るとともに、平成１５年１０月には「分社・持株会社制」
へ移行し、各事業会社のスピード経営と自主自立経営の徹底を図るなど、
新たな経営マネジメント体制も構築しました。この結果、財務体質の強
化が進み、売上高と当期純利益がともに２期連続で過去最高を記録する
など、「ＩＳＨＩＮ－０５」の目標を達成しました。�
　これを受けて、本年４月から、平成２２年度を最終目標とする新中期経
営計画「Ｇｒｏｗｔｈ Ａｃｔｉｏｎ -２０１０」をスタートさせました。この新中期経
営計画は、拡大・成長に向けて事業ポートフォリオを転換し、さらなる
企業価値の増大とブランド力の向上を目指すものです。�

（１）�

＜グループ経営体制＞�

＜持株会社＞�

＜事業会社＞� 旭化成�
ケミカルズ�

グループスタッフ部門�
　　　資源配分・モニタリング機能�
　　　コンプライアンス・リスク管理機能�
　　　グループ基盤維持機能�

新事業開発部門�

会 長 �

社 長 �

株主総会�

取締役会�

グループ経営会議�

監 査 役 会 �
�

業務監査室�
�

経営諮問委員会�

CSR推進委員会�

経営戦略会議�

ケミカル事業�

旭化成�
ホームズ�

住宅事業�

旭化成�
ファーマ�

医薬・医療事業�

旭化成�
せんい�

繊維事業�

旭化成�
エレクトロニクス�

�
エレクトロニクス�

事業�

旭化成建材�

建材事業�

旭化成�
ライフ＆リビング�

生活製品�
関連事業�
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（４）�

　当社グループの当期における連結業績は、海外需要が好調なケミカル
事業や、ＩＴ関連向け需要が旺盛なエレクトロニクス事業が売上を伸ばし
たことなどから、連結売上高は１兆４,９８６億円で、前期比１,２０９億円の増収
となりましたが、連結営業利益は１,０８７億円で、前期比７１億円の減益とな
りました。�
　なお、当社グループでは、退職給付会計における数理計算上の差異を、
発生の翌期の１年間で営業費用として処理する方法を採用しています。
このため、連結営業利益の前期比７１億円の減益には、数理計算上の差異
償却による影響額（以下「数理計算上の差異」と呼びます。）の差額とし
て１６２億円の減益要因（当期の数理計算上の差異４０億円の益と前期の数理
計算上の差異２０２億円の益の差額）が含まれています。この数理計算上の
差異を除いた連結営業利益は１,０４７億円で、前期比９１億円の増益となりま
した。�
　また、連結経常利益は１,０４２億円で、前期比８７億円の減益となりました
が、連結当期純利益は５９７億円で、前期比３２億円の増益となりました。�
　当期の単独業績は、連結子法人等からの配当などにより営業収益は
４２６億円で、前期比１２３億円の増収となり、営業利益は２７４億円で、前期
比７５億円の増益となりました。また、経常利益は２７０億円で、前期比６７億
円の増益となり、当期純利益は２９０億円で、前期比１０８億円の増益となり
ました。�
　なお、当社グループおよび当社の営業成績は、次に掲げるとおりです。�

区　分� 当期（ａ）�

�１４,９８６�

�１,０８７�
（１,０４７）�
�１,０４２�

５９７�

前期（ｂ）�

１３,７７７�

１,１５８�
（９５６）�
１,１２９�

５６５�

増減額（ａ）－（ｂ）�

�１,２０９�

�▲７１�
�（９１）�
�▲８７�

３２�

�

①当社グループの連結営業成績�

売 上 高 �
営 業 利 益 �

経 常 利 益 �

当 期 純 利 益 �

区　分� 当期（ａ）�

��４２６�

２７４�

２７０�

２９０�

前期（ｂ）�

��３０３�

１９９�

２０３�

１８２�

増減額（ａ）－（ｂ）�

１２３�

７５�

６７�

１０８�

②当社の営業成績�

営 業 収 益 �

営 業 利 益 �

経 常 利 益 �

当 期 純 利 益 �

　当社グループの事業区分別の連結売上高および連結営業損益の内訳は、
次に掲げるとおりです。なお、事業区分については、７つの事業会社に
対応した事業区分に「サービス・エンジニアリング等」を加えた８事業
区分としています。�

億円� 億円� 億円�

億円� 億円� 億円�

（数理計算上の差異を除く営業利益）�
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（５）�

④連結営業損益�

億円�

事業区分� 当期（ａ）�

�６,６０４�

４,０４５�

１,０５８�

８９７�

１,０２９�

５６５�

５１９�

２６８�

１４,９８６�

前期（ｂ）�

�５,７０２�

３,７５８�

１,０３９�

９１５�

９３０�

５９９�

５９１�

２４２�

１３,７７７�

増減額（ａ）－（ｂ）�

�９０２�

２８８�

１９�

▲１８�

９８�

▲３４�

▲７２�

２６�

１,２０９�

③連結売上高�

ケ ミ カ ル 事 業 �

住 宅 事 業 �

医薬・医療事業�

繊 維 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

サービス・エンジニアリング等�

合　計�

億円� 億円� 億円�

事業区分� 当期（ａ）�

�４０５�

２８２�

１１１�

４０�

１９３�

３８�

４８�

３３�

▲６３�

１,０８７�

�（１５）�

�（１２）�

�（  ２）�

�（  ６）�

�（▲０）�

�（  ０）�

�（  ２）�

�（－）�

�（  ３）�

�（４０）�

�３７８�

２９０�

１３４�

８３�

１７６�

２６�

６１�

３６�

▲２５�

１,１５８�

�（５８）�

�（３４）�

�（２４）�

�（１９）�

�（１１）�

�（１５）�

�（  ９）�

��（－）�

�（３３）�

�（２０２）�

�２７�

�▲８�

▲２３�

▲４３�

１７�

１２�

▲１２�

▲３�

▲３９�

▲７１�

�（▲４３）�

�（▲２２）�

�（▲２１）�

�（▲１３）�

�（▲１１）�

�（▲１５）�

�（  ▲６）�

��（－）�

�（▲３０）�

�（▲１６２）�

（注）１．括弧内の数字は、数理計算上の差異であり、営業損益算出の内数です。�
　　　２．昨年４月にレオナ繊維事業を旭化成せんい（株）から旭化成ケミカルズ（株）へ�
　　　　　移管したことに伴い、当該事業の前期の売上高および営業損益を、「繊維事業」�
　　　　　から「ケミカル事業」に組み替えて表記しています。�
�

前期（ｂ）� 増減額（ａ）－（ｂ）�

ケ ミ カ ル 事 業 �

住 宅 事 業 �

医薬・医療事業�

繊 維 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

サービス・エンジニアリング等�

消 去 又 は 全 社 �

合　計�

　次に、当社グループの主要事業区分別の営業状況についてご説明しま
す。なお、（事業の概況）内の記述については、数理計算上の差異を除い
た実績に基づき記載しています。また、前期との比較については、レオ
ナ繊維事業の前期の売上高および営業損益を、繊維事業からケミカル事
業に組み替えた上で行っています。�

（２）�

億円�億円� 億円� 億円�億円�
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＜ケミカル事業＞�

�

　ケミカル事業は、売上高６,６０４億円で、 前期比９０２億円の増収となり、
営業利益は４０５億円で、数理計算上の差異の益が４３億円減少したものの、
前期比２７億円の増益となりました。�
（事業の概況）�
　汎用事業は、海外需要が堅調に推移したものの、原燃料価格高騰の影
響を強く受け、業績は前期を下回りました。モノマー系事業は、アクリ
ロニトリルやスチレンモノマーが原燃料価格高騰の影響を受け、業績は
前期を下回りましたが、ポリマー系事業は、変性ＰＰＥ樹脂「ザイロンＴＭ」
などのエンジニアリング樹脂の市況改善に努めたことなどから、業績は
前期を上回りました。�
　高付加価値系事業は、リチウムイオン二次電池用の微多孔膜「ハイポ
アＴＭ」が旺盛な需要に支えられ販売量を伸ばし、また、イオン交換膜法
食塩電解システムのプラントおよびイオン交換膜の中国向けの販売が好
調に推移したことなどから、業績は前期を上回りました。�
　なお、高付加価値系事業のうち水処理事業では、昨年８月に、中国に
おいて世界最大規模の膜分離活性汚泥法による排水処理設備を受注し、
また、１２月には、精密ろ過膜「マイクローザＴＭ－ＭＦ」が、シンガポー
ル最大の水処理設備で採用されることが決まるなど、着実に世界市場で
事業を拡大しています。�
　また、高機能ウレタン塗料などの原料であるＨＤＩ系ポリイソシアネ
ート「デュラネートＴＭ」の需要拡大に対応するため、昨年１１月に、中国
において製造販売子会社である旭化成精細化工（南通）有限公司を設立
し、来年春の稼動を目標に生産設備の建設を進めています。�
　アクリロニトリル、ＭＭＡについては、平成２１年末の稼動を目指し、
タイのＰＴＴ社と共同事業化の詳細検討を開始しました。特にアクリロ
ニトリルについては、商業プラントとしては世界初となるプロパン法を
採用し、完成後には当社グループの生産能力が世界最大規模となる予定
です。�
　また、当社グループが世界で初めて開発した非ホスゲン法ポリカーボ
ネート樹脂製造技術が、産業の発展に多大な貢献をした技術に贈られる
大河内記念賞を受賞しました。この技術は、猛毒のホスゲンを使用せ
ず、炭酸ガスを固定化するため環境に優しく、かつ製造コストも安価と
なる画期的な技術です。世界の石油化学メーカーから技術導入の希望も
多く寄せられおり、積極的に技術ライセンス活動を進めています。�

＜住宅事業＞�
　住宅事業は、売上高４,０４５億円で、前期比２８８億円の増収となりました
が、営業利益は２８２億円で、数理計算上の差異の益が２２億円減少したこ
とが影響し、前期比８億円の減益となりました。�
（事業の概況）�
　建築請負・分譲事業は、マンション建替え事業において大型物件が竣�
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工したことや、建築請負単価が上昇したことなどから売上を伸ばしまし
たが、建築資材価格の高騰や施工革新に伴う先行投資の影響を受け、業
績は前期を下回りました。�
　なお、当期の建築請負事業の受注実績については、建替え需要の掘り
起こしに注力したことなどから、前期比１１５億円増加し、３,１３３億円とな
りました。�
　不動産事業およびリフォーム事業などの住宅周辺事業は、賃貸管理戸
数が順調に増加したことや、既存物件のリフレッシュ工事が好調だった
ことから、業績は前期を上回りました。�
　なお、昨年４月に、世帯間の空間融通性を高め、将来の家庭環境の変
化にフレキシブルに対応できる「ヘーベルハウスＴＭロングライフ二世帯
住宅」を発売し、また、９月には、低層賃貸住宅の差別化商品として、
重層長屋形式の２階建賃貸住宅「ヘーベルメゾンＴＭコートヴィラ」を発
売しました。�

＜医薬・医療事業＞�
　医薬・医療事業は、売上高１,０５８億円で、前期比１９億円の増収となりま
したが、営業利益は１１１億円で、数理計算上の差異の益が２１億円減少した
ことも影響し、前期比２３億円の減益となりました。�
（事業の概況）�
　医薬事業は、カルシトニン製剤「エルシトニンＴＭ」が競争激化の影響を受
けましたが、排尿障害治療薬「フリバスＴＭ」、抗うつ薬「トレドミンＴＭ」
が売上を伸ばしたことなどから、業績は前期を上回りました。�
　医療事業は、ポリスルホン膜人工腎臓「ＡＰＳＴＭ」の生産設備を増強
したことなどから、販売量が国内、海外ともに拡大しましたが、設備増
強による償却負担の増加などにより、業績は前期を下回りました。�
　なお、昨年６月に、ノバルティスファーマ（株）の非ステロイド性鎮痛
消炎剤「ボルタレンＴＭ」の共同プロモーションを開始し、また、本年３
月には、旭化成ファーマ（株）の血管拡張剤「エリルＴＭ」の中国における
販売促進活動を、エーザイ（株）に委託する契約を結ぶなど、積極的に他
社との連携を図り、より効率的な事業拡大を進めています。�
　また、昨年１１月に、人工腎臓の需要の増加に対応するため、中国にお
いて人工腎臓の組立工場を新設し、引き続き本年４月には、同工場の生
産能力の増強を決定しました。�

＜繊維事業＞�
　繊維事業は、売上高８９７億円で、前期比１８億円の減収となり、営業利益
は４０億円で、数理計算上の差異の益が１３億円減少したことも影響し、前
期比４３億円の減益となりました。�
（事業の概況）�
　ポリウレタン弾性繊維「ロイカＴＭ」は、原料価格の高騰に加えて競争�
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激化による販売価格下落の影響を受け、業績は前期を下回りましたが、
裏地などに使われるセルロース繊維「ベンベルグＴＭ」は、海外向けの販
売が好調に推移したことから、業績は前期を上回りました。�
　合繊長繊維不織布「エルタスＴＭ」などの不織布事業は、紙オムツ向け
や使い捨てカイロ向け製品の販売量が伸びましたが、原燃料価格の高騰
の影響を強く受け、業績は前期を下回りました。�
　なお、ドイツのランクセス・グループからポリウレタン弾性繊維事業
を買収し、本年３月に、ドイツ、米国それぞれに生産販売拠点を置くこ
ととなりました。これにより、ポリウレタン弾性繊維事業は、日本、中
国、台湾、タイを含めた世界６拠点での生産販売体制を確立し、一層の
事業拡大を目指します。�

＜エレクトロニクス事業＞�
　エレクトロニクス事業は、売上高１,０２９億円で、前期比９８億円の増収と
なり、営業利益は１９３億円で、数理計算上の差異の益が１１億円減少したも
のの、前期比１７億円の増益となりました。�
（事業の概況）�
　電子部品系事業は、携帯電話やＤＶＤレコーダーなどのＩＴ機器やデ
ジタル家電用途での好調な需要を背景に、業績は前期を上回り、また、�
電子材料系事業は、中国の生産設備の増強を行ったプリント配線基板用
ドライフィルムレジスト「サンフォートＴＭ」が販売量を伸ばしたことな
どから、業績は前期を上回りました。�
　なお、昨年５月に、宮崎県延岡市での大型ペリクルの第２系列の増設
が終了し、稼動を開始しました。また、１１月には、旭化成電子（株）が、
自動車のモーター制御などに使用される高精度の非接触回転角センサの
サンプル出荷を開始し、さらに、旭化成マイクロシステム（株）が、携帯
電話のＧＰＳ歩行者ナビゲーション機能に使用される、世界最小・最薄
サイズの６軸電子コンパスを開発するなど、積極的な製品開発を行って
います。�

＜建材事業＞�
　建材事業は、売上高５６５億円で、前期比３４億円の減収となりましたが、
営業利益は３８億円で、数理計算上の差異の益が１５億円減少したものの、
前期比１２億円の増益となりました。�
（事業の概況）�
　建築・住宅資材事業は、軽量気泡コンクリート「ヘーベルＴＭ」が、国
内での大型商業店舗、工場の新設や、賃貸マンションなどの共同住宅の
着工が増えたことから堅調に推移し、「ヘーベルＴＭパワーボード」も新規
ユーザーの開拓を進めて販売量を伸ばし、コスト削減にも努めた結果、
業績は前期を上回りました。�
　パイル事業は、既製コンクリートパイルの売上が減少したものの、中
小規模建築向けパイルの「ＥＡＺＥＴＴＭ」や「ＡＴＴコラムＴＭ」が新規市場
の開拓に注力したことから、業績は前期を上回りました。�
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　断熱材事業は、高機能断熱材「ネオマＴＭフォーム」が、木造戸建住宅
建設の低迷と原料価格高騰の影響を受けたことなどから、業績は前期を
下回りました。�
　なお、昨年１１月に、独自技術で開発した繊維強化セメント屋根材「ナ
ノルーフＴＭ」を本格発売しました。また、本年１月には、旭化成ホーム
ズ（株）の「ヘーベルハウスＴＭフレックス」に使用されている、現場溶接
が不要な角形鋼管柱継手工法「イーカプラＴＭ」を、一般建築用部材とし
て全国販売を開始しました。�

＜生活製品関連事業＞�
　生活製品関連事業は、売上高５１９億円で、大日本インキ化学工業（株）
との合弁会社であるサンディック（株）に、二軸延伸ポリスチレンシート
事業を移管した影響で、前期比７２億円の減収となりました。また、営業
利益は４８億円で、数理計算上の差異の益が６億円減少したことも影響し、
前期比１２億円の減益となりました。�
（事業の概況）�
　ホームプロダクツ事業は、原料価格高騰の影響を受けましたが、「サラ
ンラップＴＭ」の販売が順調に推移したことや、「サランＴＭ繊維」の輸出量
が増加したことなどにより、業績は堅調に推移しました。�
　緩衝材や包装材を取り扱うパッケージング事業は、原料価格高騰の影
響を強く受け、市況改善に努めたものの、業績は前期を下回りました。�
　なお、本年３月には、食品保存用品「ジップロックＴＭ」シリーズの新
製品として、フタの密閉性に優れる「ジップロックＴＭスクリューロック」
を発売しました。�

＜サービス・エンジニアリング等＞�

　サービス・エンジニアリング事業などにおいては、売上高２６８億円で、
前期比２６億円の増収となりました。しかし、昨年４月に、ＴＩＳ（株）に当
社の保有する旭化成情報システム（株）の株式の過半数を譲渡し、同社が
連結子法人等から外れた影響を受け、営業利益は３３億円で、前期比３億
円の減益となりました。�
（事業の概況）�
　エンジニアリング事業は、好調な設備投資を背景に国内プラント事業
が順調に推移し、業績は前期を上回りました。�
　人材派遣・紹介事業は、人材派遣業が好調に推移したことに加え、営
業拠点を増やしたことにより順調に売上を伸ばし、業績は前期を上回り
ました。�

＜新規事業・研究開発＞�
　当社では、昨年８月に、新事業創出を一層加速させるため新事業本部
を発足させ、基礎研究から事業開発、事業化までを一貫して取り組める
体制を構築しました。新事業本部においては、本年４月にスタートした�
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（注）上記の記載金額は、億円未満を四捨五入して、億円単位で表示しています。�

新中期経営計画「Ｇｒｏｗｔｈ Ａｃｔｉｏｎ-２０１０」の目標を達成するべく、エレ
クトロニクス材料分野、医療分野、情報技術分野を中心に研究開発を進
めており、なかでも、今後グローバル規模での成長が期待されているエ
レクトロニクス材料分野に、重点的に資源を投入しています。�
　また、各事業会社の研究開発部門においては、それぞれの事業展開に
必要な研究開発と、既存事業周辺領域での新事業開発を行っています。�

　当社グループの当期の設備投資の総額は６６３億円で、当期に完成または
建設中の主要設備は、次に掲げるとおりです。�
①　当期完成�
　・ポリスルホン膜人工腎臓「ＡＰＳＴＭ」製造設備能力増強（年産６００万本）
　　［医薬・医療事業］�
　・大型ペリクル製造設備能力増強［エレクトロニクス事業］�
�
②　当期建設中�
　・ 微多孔膜「ハイポアＴＭ」製造設備能力増強（年産３,６００万ｍ２）�
　　［ケミカル事業］�
　・ 新プロピレン製造設備（オメガプロセス）の新設［ケミカル事業］�
　・ ＨＤＩ系ポリイソシアネート「デュラネートＴＭ」生産設備の新設　
　　（中国）［ケミカル事業］�
　・ＬＳＩ製造設備能力増強［エレクトロニクス事業］�

（３）�

　当期の資金調達については、当社グループは、新規の資金調達を借入金
で総額２７９億円実施しました。また、社債償還、借入金返済を総額４５５億
円実施しました。�

（４）�

２．企業集団が対処すべき課題�

　我が国経済は、個人消費が回復し、民間企業の設備投資が増加するな
ど、着実な景気回復傾向にありますが、著しい原燃料価格の高騰により
企業収益が圧迫されるなど、事業を取り巻く環境は厳しい状況が続くも
のと予想されます。�
　このようななかで、当社グループでは、本年度を初年度とする新中期
経営計画「Ｇｒｏｗｔｈ Ａｃｔｉｏｎ-２０１０」をスタートさせました。これは、本年
３月に終了した中期経営計画「ＩＳＨＩＮ－０５」によって強化された収益
力と良好な財務体質を基盤に、戦略投資を実行することで、拡大・成長
に向けて事業ポートフォリオを転換し、企業価値の増大とブランド力の
向上を目指すものです。そのために、グローバル型事業の拡大と、国内
型事業の高度化を戦略の柱として、ケミカル系事業のモノマー分野と高
機能分野、エレクトロニクス事業および医療事業の４分野を中心に、今
後５年間で４,０００億円規模の戦略投資の実行を目指します。この「Ｇｒｏｗｔｈ 

目次へ� 次ページ�前ページ�



（１１）�

Ａｃｔｉｏｎ-２０１０」の戦略を確実に実行することが、当社グループにとって
の最重要課題であると認識しています。�
　また、当社グループでは、地球環境や社会との調和を目指した事業運
営を徹底するため、昨年４月に当社社長を委員長とする「ＣＳＲ推進委
員会」を設置し、１１月に開催された同委員会において、「コンプライアン
スの徹底」、環境・安全活動である「レスポンシブル・ケア（ＲＣ）の推進」
などを行動方針として掲げました。今後、この行動方針に基づいたＣＳＲ
活動を、国内のみならず海外においても強化していきます。�
　また、昨年１０月に、適切な内部統制システムを整備・運用するために
「内部統制整備プロジェクト」を設置し、一層の経営品質の向上を目指
すとともに、新会社法施行後の最初の取締役会において「内部統制シス
テムの基本方針」を決定することにしています。�
�
　株主各位におかれましては、従来と変わらぬご支援、ご協力を賜りま
すよう心からお願い申し上げます。�

�１,２５３,５３４�

６０,９３２�

５３,６４３�

�１,２４９,２０６�

４５０,４５１�

３２１.４１�

２７,６７２�

１９.６２�

平成１７年度�
（第１１５期）�
当期�

平成１４年度�
（第１１２期）�

平成１５年度�
（第１１３期）�

�１,１９３,６１５�

６１,５５５�

５０,３８９�

�１,２１２,３７４�

４０７,６３９�

２９０.９２�

▲６６,７９１�

�▲４７.６３�

平成１６年度�
（第１１４期）�

�１,４９８,６２０�

１０８,７２６�

１０４,１６６�

１,３７６,０４４�

５９４,２１１�

４２４.３４�

５９,６６８�

４２.４６�

�１,３７７,６９７�

１１５,８０９�

１１２,８７６�

�１,２７０,０５７�

５１１,７２６�

３６５.４３�

５６,４５４�

４０.１６�

単　位�

百万円�

百万円�

百万円�

百万円�

円�

百万円�

百万円�

円�

区　分�

売 上 高 �

営業利益�

経常利益�

総 資 産 �

純 資 産 �

1株当り純資産�

�

当期純利益�
▲：当期純損失�

1株当り当期純利益�
▲：1株当り当期純損失�

３．営業成績および財産の状況の推移�
（１）企業集団の営業成績および財産の状況の推移�

（注）１. �
      　�
      　２.  �
  　�
      　�
�
�
�

　売上高、営業利益、経常利益、当期純利益（当期純損失）、総資産、純資産は、
百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示しています。�
　前期から「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第１９条の２
第１項に規定する連結計算書類を作成しています。したがって、第１１２期および
第１１３期の各期の数値については、同条第３項に規定する監査役および会計監査
人の監査を受けていませんが、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査法人
の監査証明を受けています。�
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　　  ３.  �
　  �
 �
    　 ４.�
    　 �
　  　５.�
�
�
�
�
     　６. 　�
�
�
  �
      　７. �
�
�
     　８.        �
�
�
�
�
�
 �
�
�

　１株当り当期純利益（当期純損失）は期中平均発行済株式総数、１株当り純資
産は期末発行済株式総数に基づき算出しています。なお、期中平均発行済株式
総数および期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて算出しています。�
　第１１３期から１株当り当期純利益（当期純損失）および１株当り純資産について
は、当期純利益および純資産から役員賞与金を除いて算出しています。�
　第１１２期の売上高は、住宅・建材事業の低迷で前期に比し減少しましたが、ケ
ミカル事業、エレクトロニクス事業、医薬・医療事業が順調に推移したことか
ら、経常利益は、前期に比し増加しました。当期純利益については、退職給付
会計の費用処理方法変更に伴う特別損失と「分社・持株会社制」への移行を控
えた事業構造改善のための費用が増加し、当期純損失を計上しました。�
　第１１３期においては、ケミカル事業、エレクトロニクス事業、医薬・医療事業
が順調に推移したことから、売上高、経常利益は前期に比し増加し、当期純利
益は、前期に退職給付会計における過年度数理計算上の差異を特別損失として
一括処理したことなどから、前期に比し増加しました。�
　第１１４期においては、ケミカル事業が旺盛な海外需要に支えられ、また、住宅
事業が前期の受注残を順調に売上に結びつけたことから、売上高、経常利益、
当期純利益および１株当り当期純利益は、前期に比し増加しました。�
　第１１５期においては、海外需要が好調なケミカル事業や、ＩＴ向け需要が旺盛
なエレクトロニクス事業が売上を伸ばしたことなどから、売上高、当期純利益
は前期に比し増加しましたが、退職給付会計における数理計算上の差異の益が
減少したことから、営業利益は前期に比し減少しました。�

�４３１,０１０�

３,８４１�

�６８８,７１７�

３４４,８０６�

２４６.０８�

１,７３７�

１.１９�

平成１７年度�
（第１１５期）�
当期�

平成１４年度�
（第１１２期）�

�９０６,３７９�

３２,２５４�

�１,０１６,７５９�

３３４,５０２�

２３８.７１�

▲６７,６６５�

�▲４８.２５�

平成１６年度�
（第１１４期）�

�４２,６４９�

２７,０１３�

７０６,３７１�

３９９,７４９�

２８５.５２�

２９,０１０�

２０.６７�

平成１５年度�
（第１１３期）�

�３０,３１９�

２０,３２１�

�６６３,２１９�

３６１,１２３�

２５７.８２�

１８,１６９�

１２.９１�

単　位�

百万円�

百万円�

百万円�

円�

百万円�

百万円�

円�

区　分�

営業収益�

経常利益�

総 資 産 �

純 資 産 �

1株当り純資産�

�

当期純利益�
▲：当期純損失�

1株当り当期純利益�
▲：1株当り当期純損失�

（２）当社の営業成績および財産の状況の推移�

（注）１. �
      　�
      　２.  �
  　�
      　�
　　  ３.  �
�
�

　営業収益、経常利益、当期純利益（当期純損失）、総資産、純資産は、百万円
未満を四捨五入して、百万円単位で表示しています。�
　１株当り当期純利益（当期純損失）は期中平均発行済株式総数、１株当り純資
産は期末発行済株式総数に基づき算出しています。なお、期中平均発行済株式
総数および期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて算出しています。�
　第１１３期から１株当り当期純利益（当期純損失）および１株当り純資産につい
ては、当期純利益および純資産から役員賞与金を除いて算出しています。�
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Ⅱ．会社の概況�

１．企業集団の主要な事業内容�

＜モノマー系事業＞�
アンモニア、硝酸、カ性ソーダ、高度化成肥料、アクリロニト
リル、スチレンモノマー、アジピン酸、ＭＭＡモノマーなど�
＜ポリマー系事業＞�
ポリエチレン「サンテックＴＭ」、スチレン系樹脂「スタイラックＴＭ

－ＡＳ」･「スタイラックＴＭ－ＡＢＳ」、ＭＭＡ樹脂、合成ゴム、
ＳＢラテックス、ポリアセタール樹脂「テナックＴＭ」、変性ＰＰＥ
樹脂「ザイロンＴＭ」、ナイロン６６樹脂・繊維「レオナＴＭ」など�
＜高付加価値系事業＞�
塗料原料、医薬･食品用添加剤「セオラスＴＭ」、火薬類、金属加工
品、感光性樹脂･製版システム「ＡＰＲＴＭ」、板状感光性樹脂「Ａ
ＦＰＴＭ」、高分子中空糸膜「マイクローザＴＭ－ＵＦ」･「マイクローザＴＭ

－ＭＦ」、微多孔膜「ハイポアＴＭ」、イオン交換膜電解装置など�

ケミカル事業�

事業区分� 主　要　な　製　品・事　業�

（平成１８年３月３１日現在）�

 ヘーベルハウスＴＭ 」、「ヘーベルメゾンＴＭ」、マンション事業、
都市開発事業、リフォーム事業、不動産事業、金融事業など�

医薬品（「エルシトニンＴＭ」、「フリバスＴＭ」、「トレドミンＴＭ」
など）、医薬品原料、機能性食品素材、診断薬、診断薬用酵素、
ウイルス除去フィルター「プラノバＴＭ」、ポリスルホン膜人工
腎臓「ＡＰＳＴＭ」、吸着型血液浄化器「セルソーバＴＭ」など�

ポリウレタン弾性繊維「ロイカＴＭ」、セルロース繊維「ベンベル
グＴＭ」、スパンボンド「エルタスＴＭ」、人工皮革「ラムースＴＭ」、
ポリエステル長繊維など�

軽量気泡コンクリート（「ヘーベルＴＭ」など）、パイル、高機能断
熱材「ネオマＴＭフォーム」、人工魚礁など�

 サランラップＴＭ」、「ジップロックＴＭ」、各種フィルム・シート、
発泡体など�

エンジニアリング事業、人材派遣･紹介事業など�

感光性ポリイミド樹脂「パイメルＴＭ」、感光性ドライフィルムレジスト
「サンフォートＴＭ」、ＬＳＩ、ホール素子、プリント基板用ガラス長繊
維織物など�

住 宅 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

サービス・エンジニアリング等�

繊 維 事 業 �

医薬・医療事業�

「�

「�

２．企業集団の主要な営業所、工場および研究所�

大阪本社（大阪府）、東京本社（東京都）、延岡支社（宮崎
県）、富士支社（静岡県）�

当　　　　社�
営業所�

研究開発センター・柴崎研究室・吉野研究室（静岡県）、
情報技術研究所（神奈川県）�研究所�

事業区分� 名 称 お よ び 所 在 地 �
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ケミカル事業�

住 宅 事 業 �

旭化成ケミカルズ（株） （東京都）�

旭化成ホームズ（株） （東京都）�
旭化成リフォーム（株） （東京都）�
旭化成不動産（株） （東京都）�

営業所�

営業所�

川崎製造所（神奈川県、千葉県）、肥料工場・樹脂成形
工場・感光材工場・マイクローザ工場（静岡県）、ハイ
ポア工場（滋賀県）、和歌山工場（和歌山県）、水島製造
所（岡山県）、筑紫野工場（福岡県）、大分工場（大分県）、
薬品工場・レオナ樹脂･原料工場・レオナ繊維工場・日
向化学品工場・東海工場・セオラス製造部・雷管工場
（宮崎県）、東西石油化学（株）（韓国）、旭化成プラス
チックスシンガポール（シンガポール）、旭サーモフィ
ル（米国、英国、フランス）、旭化成プラスチックスタ
イランド（タイ）�

工　場�

化学技術研究所（岡山県）、製品開発研究所（神奈川県）�研究所�

医薬・医療事業�

旭化成ファーマ（株） （東京都）�
旭化成メディカル（株） （東京都）�営業所�

大仁医薬工場・神島医薬工場・大仁診断薬工場（静岡県）、
名古屋医薬工場（愛知県）、延岡医薬工場・恒富工場・
岡富工場・プラノバ工場（宮崎県）、人工腎臓工場・セパセ
ル工場（大分県）、旭化成医療機器（杭州）有限公司（中国）�

工　場�

医薬研究開発本部（静岡県）�研究所�

繊 維 事 業 �

旭化成せんい（株）（大阪府）�営業所�

ロイカ工場・スパンボンド工場（滋賀県）、ベンベルグ
工場・エステル工場・不織布工場（宮崎県）、旭化成エ
ルタス（株）（宮崎県）、杭州旭化成アンロン有限公司（中
国）、タイ旭化成スパンデックス（タイ）、台塑旭弾性繊
維股　有限公司（台湾）�

工　場�

研究開発センター（大阪府、宮崎県）�研究所�

事業区分� 名 称 お よ び 所 在 地 �

エレクトロニクス事業�

旭化成エレクトロニクス（株） （東京都）�
旭化成マイクロシステム（株） （東京都）�
旭化成電子（株） （東京都）�
旭シュエーベル（株） （東京都）�

営業所�

電子材料工場・基板材料工場（静岡県）、守山工場（滋賀
県）、延岡工場・延岡製造所（宮崎県）、旭化成電子材料
（蘇州）有限公司（中国）、旭シュエーベル台湾（台湾）�

工　場�

研究開発センター（神奈川県、静岡県）�研究所�
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建 材 事 業 �

生活製品関連事業�

旭化成ライフ＆リビング（株） （東京都）�
旭化成パックス（株） （東京都）�

営業所�

サランラップ工場・鈴鹿工場（三重県）、サラン工場（宮
崎県）�工　場�

技術開発センター（三重県）�研究所�

旭化成建材（株） （東京都）�営業所�

白老工場（北海道）、境工場・ネオマフォーム工場（茨城
県）、穂積工場（岐阜県）、岩国工場（山口県）�工　場�

建材研究所（茨城県）�研究所�

サービス・エンジニアリング等�
 株）旭リサーチセンター （東京都）�
旭ファイナンス（株）（東京都）�
旭化成エンジニアリング（株）（東京都）�
旭化成アミダス（株）（東京都）�

営業所�

事業区分� 名 称 お よ び 所 在 地 �

（注）上記の子法人等の営業所については、本店所在地を記載しています。なお、上記�
　　　記載内容は、本年４月１日現在のものです。�

（�

３．従業員の状況�
（１）企業集団の従業員の状況�

（２）当社の従業員の状況�

性別�

男　　　性 ６３０   ▲ ３７ ４２．６  １９.０�

女　　　性 １７６  １１ ３９．５    １８.３�

　　計     　 ８０６ ▲ ２６   ４２．４   １８.８�

従業員数� 平均年齢� 平均勤続年数�前期末比増減�項目�

名� 名� 才� 年�

項　目�事業区分� 従業員数� 前期末比増減�
�８０６�

５,７５７�

４,７１４�

３,６４０�

２,１９０�

２,５６４�

１,２３２�

１,１３６�

９９１�

２３,０３０�

�名� �▲２６�

３２５�

９０�

▲５０�

▲３１３�

▲９９�

▲１９１�

▲７９�

▲４４７�

▲７９０�

�名�当 社 �

ケ ミ カ ル 事 業 �

住 宅 事 業 �

医 薬 ・ 医 療 事 業 �

繊 維 事 業 �

エレクトロニクス事業�

建 材 事 業 �

生 活 製 品 関 連 事 業 �

サービス・エンジニアリング等�

計�
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株　主　名�
大株主の当社への出資状況�

持 株 数 � 出資比率� 持 株 数 � 出資比率�

当社の大株主への出資状況�

７８,２８５�

７１,２８２�

６７,１８３�

４０,９５６�

３５,４０４�

３２,１５０�

３１,１００�

２４,５５８�

２２,６４２�

２０,６８２�

千株�
�

％�５．４３�

４．９４�

４．６６�

２．８４�

２．４５�

２．２３�

２．１６�

１．７０�

１．５７�

１．４３�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

－�

�

�

日本生命保険相互会社�

旭化成グループ従業員持株会�

株式会社三井住友銀行�

第一生命保険相互会社�

東京海上日動火災保険株式会社�

明治安田生命保険相互会社�

野 村 證 券 株 式 会 社 �

日本トラスティ･サービス�
信託銀行株式会社（信託口）�

日本トラスティ･サービス�
信託銀行株式会社（信託口4）�

日本マスタートラスト�
信託銀行株式会社（信託口）�

４．株式の状況�

（１）会社が発行する株式の総数　　　　 ４,０００,０００,０００株�
（２）発行済株式の総数　　　　　　　　 １,４４２,６１６,３３２株�
（３）当期末株主数　　　　　　　　　　　　　１３２,４５２名�
（４）大株主の状況�

（注）１. �
      　�
 �
      　２.  �
  　�
      　�
　　  ３.

　当社は、株式会社三井住友銀行の株式を直接保有していませんが、同行の持
株会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式２０,４８５株（出資比
率０.２８%）を保有しています。�
　当社は、東京海上日動火災保険株式会社の株式を直接保有していませんが、
同社の持株会社である株式会社ミレアホールディングスの株式２２０株（出資比率
０.０１%）を保有しています。�
　出資比率は、小数第３位以下を四捨五入して表示しています。�

５．自己株式の取得、処分等および保有の状況�

（１）取得した株式�
　　　　普通株式 ５９６,４９２株�
　　　　取得価額の総額 ３７０,５０１,５０５円�
　　　　上記のうち�
　　　　①特定の者から買い受けた株式 ０株�
　　　　②取締役会決議により買い受けた株式 ０株�

（注）取得した株式は、すべて単元未満株式の買取り請求にともない�
　　　取得したものです。�
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（１７）�

６．主要な借入先の状況�

（２）処分した株式�
　　　　普通株式 ５６,８４９株�
　　　　処分価額の総額 ２２,８６５,２９４円�
�

（３）失効手続きをした株式 ０株�
（４）当期末において保有する株式�
　　　　普通株式 ４２,７７２,０５６株�

借　　入　　先� 借　入　額� 借入先が有する当社の�
株式の数および出資比率�

９,０００�

６,８００�

６,７００�

５,７００�

５,０００�

５,０００�

５,０００�

３,０００�

３,０００�

３,０００�

百万円� 千株� ％�６７,１８３�

２４,５５８�

１９,５１７�

３２,１５０�

１４,７３７�

１０,０８０�

－　�

　　　３５,４０４�

２０,２６９�

－　�

 ４.６６�

１.７０�

１.３５�

２.２３�

１.０２�

０．７０�

－  �

 ２．４５�

１．４１�

－ 

（注）１．出資比率は、小数第３位以下を四捨五入して表示しています。�
　　　２．上記の記載金額は、百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示しています。�
�

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 �

明治安田生命保険相互会社�

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 �

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 �

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 �

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行�

長野県信用農業協同組合連合会�

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 �

株式会社みずほコーポレート銀行�

大阪府信用農業協同組合連合会�

（注）処分した株式は、すべて単元未満株式の買増し請求にともない�
　　　売渡したものです。�

７．企業結合の状況�

（１）重要な子法人等および関連会社の状況�

会　社　名� 資 本 金�当 　社　の�議決権比率�
事業�
区分� 主 要 な 事 業 内 容�

％�百万円� 石油化学製品、機能製品な
どの製造、販売�

アクリロニトリル、青化ソ
ーダなどの製造、販売�

（株）�旭化成ケミカルズ�
ケ
ミ
カ
ル
事
業�

３,０００� １００.０�

（株）�東西石油化学� １００.０�

石油化学原料の製造、販売�

合成ゴムの製造、販売�

機能樹脂の製造、販売�

（株）�
（株）�

山陽石油化学� ２,０００�  １００.０�

 １００.０�

日本エラストマー� １,０００�  ７５.０�

４６,０００千�
米ドル�

５０,６４２百万�
ウォン�

Ａｓａｈｉ Ｋａｓｅｉ Ｐｌａｓｔｉｃｓ �
Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ.

※
１�

※
１�

※
１�
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（１８）�

会　社　名� 資 本 金�当 　社　の�議決権比率�
事業�
区分� 主 要 な 事 業 内 容�

％�

樹脂コンパウンドの製造･
販売会社の持株会社�

ケ
ミ
カ
ル
事
業�

住
宅
事
業�

医
薬
・
医
療
事
業�

百万円� 合成樹脂および化学製品の
製造、加工、販売�

住宅用鉄骨部材などの製
造、販売�

住宅の防水、外装のリフォ
ーム、増改築�

不動産の賃貸管理、売買仲
介、販売代理�

医薬品、医療機器の製造、
販売�

ポリウレタン弾性繊維の製
造、販売�

人工腎臓その他医療機器の
製造、販売�

５,０００�（株）�旭有機材工業�

６５.０�

３０.１�

（株）�旭化成リフォーム� ２５０� １００.０�

１００.０�

（株）�旭化成不動産� ２００� １００.０�

杭州旭化成アンロン有限公司�

旭化成医療機器（杭州）有限公司�

（株）�旭化成メディカル� ８００� １００.０�

樹脂コンパウンド製品の販売�

住宅の設計、施工および販売�

金融サービス�

繊維製品の製造、販売�

アクリロニトリルなどの販売�

 １００.０�

 １００.０�

（株）�旭化成ホームズ� ３,２５０�  １００.０�

（株）�旭 化 成 住 工 � ２,８２０�  １００.０�

（株）�旭化成モーゲージ� ５００�  １００.０�

（株）�旭 化 成ファーマ� ３,０００�  １００.０�

（株）�旭 化 成 せ ん い � ３,０００�  １００.０�

人工腎臓の組立� １００.０�１０,０００千�
米ドル�

３１,９５５千�
米ドル�

１６,４００千�
米ドル�

１１,１００千�
英ポンド�

１３２百万�
元�

Ａｓａｈｉ Ｋａｓｅｉ Ｐｌａｓｔｉｃｓ �
（Ａｍｅｒｉｃａ） Ｉｎｃ.

Ａｓａｈｉ Ｃｈｅｍｉｃａｌ �
Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｓ， Ｉｎｃ.

ＡＫ＆Ｎ （ＵＫ）Ｌｔｄ．�

※
１�

※
１�

※２�

※
１�

※
３�

※
３�

※
３�
※
３�

※
４�

※
５�

※
６�

百万円�

百万円�

繊
維
事
業�

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
事
業�

ポリウレタン弾性繊維の経
編生地の編立、染色�

ポリウレタン弾性繊維の製
造、販売�

電子部品、電子材料の製
造、販売�

半導体集積回路の設計、製
造、販売�

ガラス長繊維織物の製造、
販売�

杭州旭化成紡織有限公司� ８２.５�

６０.０�

電子部品の製造、販売�

旭化成マイクロシステム� １４,０００� １００.０�

（株）�

（株）�

旭化成エレクトロニクス� ３,０００�  １００.０�

（株）�旭 化 成 電 子 � ４００�  １００.０�

７８百万�
元�

５２０百万�
バーツ�

Ｔｈａｉ  Ａｓａｈｉ  Ｋａｓｅｉ �
Ｓｐａｎｄｅｘ  Ｃｏ．, Ｌｔｄ．�

※
６�

※
６�

※
７�

旭シュエーベル� ６４８� １００.０�（株）�※７�

※
７�
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（１９）�

会　社　名� 資 本 金�当 　社　の�議決権比率�
事業�
区分� 主 要 な 事 業 内 容�

％�

建
材�

事
業�

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
事
業�

サ
ー
ビ
ス・エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
等�

生
活
製
品
関
連
事
業�

百万円� 建築・土木資材の製造、
販売�（株）�旭 化 成 建 材 � ３,０００�  １００.０�

包装材料、緩衝材などの製
造、販売�（株）�旭化成ライフ＆リビング� ３,０００�  １００.０�

情報収集、調査、出版、コ
ンサルティング業�（株）旭リサーチセンター� ３,０００�  １００.０�

合成樹脂製品の製造、加
工、販売�（株）�

（株）�

４９０�  １００.０�旭化成パックス�

人材派遣・紹介業�８０�  １００.０�旭 化 成アミダス�

（株）� 債券の売買、資金貸付など�８００�  １００.０�旭ファイナンス�

（株）�
機器、装置、土木、建築に
関する設計、施工、販売お
よび修繕�

４００�  １００.０�旭化成エンジニアリング�

６０百万�
元�

ガラス長繊維織物の製造、
販売�

 ５１.０�３２５,７９５千�
台湾ドル�

Ａｓａｈｉ - Ｓｃｈｗｅｂｅｌ�
（Ｔａｉｗａｎ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．�

※
８�

※
９�

電子材料の製造、販売�旭化成電子材料（蘇州）有限公司�   １００.０�※
７�

（注）１. �
      　２.  �
　　  ３.�
　　  ４. �
　　  ５. �
　　  ６. �
　　  ７. �
　　  ８.�
　　  ９.  �
  �
�

※１の会社については、旭化成ケミカルズ（株）を通じて間接所有しているものです。�
※２の資本金は、資本準備金を含んでいます。�
※３の会社については、旭化成ホームズ（株）を通じて間接所有しているものです。�
※４の会社については、旭化成ファーマ（株）を通じて間接所有しているものです。�
※５の会社については、旭化成メディカル（株）を通じて間接所有しているものです。�
※６の会社については、旭化成せんい（株）を通じて間接所有しているものです。�
※７の会社については、旭化成エレクトロニクス（株）を通じて間接所有しているものです。�
※８の会社については、旭シュエーベル（株）を通じて間接所有しているものです。�
※９の会社については、旭化成ライフ＆リビング（株）を通じて間接所有しているものです。�

重要な企業結合の成果�
　上記（１）に記載した重要な子法人等を含め、当期の連結子法人等は
１０５社、持分法適用会社は５５社です。 その成果は、「Ⅰ．営業の概況 
１．企業集団の営業の経過および成果」に記載のとおりです。�

（３）�

※平成１８年４月１日付でＡＪＳ（株）に商号変更しました。�

（２）�　重要な企業結合の経過�
　　①　杭州旭化成紡織有限公司については、平成１８年２月６日付で、 
　　　伊藤忠商事（株）より２０％の出資持分を、新たに譲り受けました。�
　　②　旭化成情報システム（株）※については、当社が保有していた�
　　　１００％の株式のうち５１％を、ＴＩＳ（株）に平成１７年４月１日付で譲
　　　渡しました。�
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（２０）�

８．取締役および監査役の状況�

山　口　信　夫�代表取締役�
取締役会長�

蛭　田　史　郎�代表取締役�
取締役社長�

取 締 役 �

〔社長執行役員〕�

伊　藤　一　郎�〔副社長執行役員、経営戦略・経理財　
　務担当、内部統制整備プロジェクト　
　長〕�

（監査役坂本秀文氏および監査役和食克雄氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役です。なお、上記記載内容は、本年４月１日
現在のものです。）�

（１）�

（注） 当期中の取締役および監査役の異動�

〔取締役〕�
〔常勤監査役〕�

河 野 満 男 �
都 築 勝 昭 �

就　任�
　上記で＊印を付した各氏は、平成１７年６月２９日開催の第１１４期
定時株主総会において、新たに取締役または監査役に選任され、
同日付にて就任しました。�

（２）�退　任�
　次の各氏は、平成１７年６月２９日付にて取締役または監査役を
退任しました。�

取 締 役 �甲　賀　国　男�〔専務執行役員、環境安全・生産技術・
　ＰＬ担当〕�

取 締 役 �渋　川　賢　一�〔常務執行役員、総務・購買・コンプ�
　ライアンス担当〕�

取 締 役 �水　谷　　　茂�〔執行役員、環境安全・生産技術・ＰＬ
　担当補佐、延岡支社長〕�

常勤監査役� 土　屋　友　二�

＊�常勤監査役� 中　前　憲　二�

監 査 役 �坂　本　秀　文�

監 査 役 �和　食　克　雄�

取 締 役 �辻　田　　　清�〔執行役員、人財・労務担当、人財･
　労務部長〕�
＊�
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（２１）�

（注）１. �
�
      　２.  �
�
　　  ３.�
�
　　  ４. �
　　  ５. 

　上記の報酬金額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与を含
む。）２６百万円を含んでいません。�
　取締役の報酬限度額は、月額３０百万円以内です（平成１５年６月２７日開催の
第１１２期定時株主総会にて決議されました。）。�
　監査役の報酬限度額は、月額１０百万円以内です（平成６年６月２９日開催の
第１０３期定時株主総会にて決議されました。）。�
　平成１８年３月３１日現在の役員数は、取締役７名、監査役４名です。�
　上記の記載金額は、百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示して
います。�

（注）１. �
�
      　２.  

　上記の記載金額は、百万円未満を四捨五入して、百万円単位で表示して
います。�
　当社と会計監査人との間の監査契約において「株式会社の監査等に関する
商法の特例に関する法律」に基づく監査と「証券取引法」に基づく監査の額を
区分しておりませんので、③の金額には「証券取引法」に基づく監査の報酬
等を含めております。�

９．取締役および監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財�
　　産上の利益の額�

１０．会計監査人に対する報酬等の額�

区　分�
計�監査役�取締役�

支 払 額 �

支給人員�支給額�

８�

７�

１�

２０２�

６３�

５２�

３１７�

支給人員�支給額� 支給人員�支給額�

定款または株主総�
会決議に基づく報酬�

①　当社および当社の子法人等が会計監査人に支払うべき報酬�
　等の合計額�

以　上�

②　上記①の合計額のうち、公認会計士法第２条第１項の監査�
　証明業務の対価として当社および当社の子法人等が、会計監�
　査人に支払うべき報酬等の合計額�

③　上記②の合計額のうち、当社が支払うべき会計監査人とし�
　ての報酬等の額�

利益処分による�
役 員 賞 与�

株主総会決議に�
基づく退職慰労金�

計�

百万円�

１３３�

１３０�

５０�

百万円�

名�
５�

４�

１�

７０�

１８�

３３�

１２１�

百万円�名�
１３�

１１�

２�

２７２�

８１�

８４�

４３７�

百万円�名�
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（２２）�

連結貸借対照 表（平成１８年３月３１日現在）�

（資　産　の　部）�

　流　動　資　産�

科　　　　　目� 金　　額�

現 金 及 び 預 金 �

受取手形及び売掛金�

有 価 証 券  �

棚 卸 資 産  �

繰 延 税 金 資 産  �

そ の 他  �

貸 倒 引 当 金 �

６４４，１９２�

８６，４２２�

２６９，５０９�

４４６�

２１４，０６２�

２９，３８５�

４５，８２８�

△ １，４６０�

７３１，８５２�

４１４，３６８�

１５５，６３０�

１７０，３６４�

５５，２４０�

１８，１０８�

１５，０２６�

５，７００�

２７，３９４�

３３，０９４�

１，３７６，０４４�

（負　債　の　部）�

　流　動　負　債�

科　　　　　目� 金　　額�

支払手形及び買掛金�

短 期 借 入 金 �

一年以内償還予定社債�

未 払 法 人 税 等 �

未 払 費 用 �

前 受 金 �

そ の 他 �

（少数株主持分）�

　少数株主持分�

（資  本  の  部）�

　資　　本　　金�

　資 本 剰 余 金�

　利 益 剰 余 金�

　再 評 価 積 立 金�

　その他有価証券評価差額金�

　為替換算調整勘定�

　自 己 株 式�

�

４３９，７２４�

３３５，１９３�

８４，０００�

７２，３００�

２７，７８１�

１３１，６１７�

８１６�

１８，３０６�

３７３�

１３２，９８０�

５６，２２２�

２３，０００�

１９，５１１�

１１０，２３１�

４８，８７８�

４８，９０２�

１，３７６，０４４�

　固　定　資　産�

　  有形固定資産�

建 物 及 び 構 築 物  �

機械装置及び運搬具 �

土 地  �

建 設 仮 勘 定 �

そ の 他 �

　  無形固定資産�

連 結 調 整 勘 定 �

そ の 他 �

　固　定　負　債�

社 債 �

長 期 借 入 金 �

繰 延 税 金 負 債 �

退 職 給 付 引 当 金 �

役員退職慰労引当金�

預 り 保 証 金 �

そ の 他 �

資　産　合　計� 負債、少数株主持分及び資本合計�

投 資 有 価 証 券   �

長 期 貸 付 金 �

繰 延 税 金 資 産  �

そ の 他  �

貸 倒 引 当 金 �

２４８，６１７�

３，０４３�

８，９１５�

２４，６８０�

△ ８６４�

２８４，３９０�　  投資その他の資産�

百万円�百万円�

（７７４，９１６）�

�

６，９１７�

�

１０３，３８９�

７９，４３３�

３４２，４５０�

９６６�

８５，３８４�

９９�

１７，３１１�
�
�

△�

△�

�

記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�（注）�

（６，９１７）�

�

（５９４，２１１）�

�
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（経　常　損　益　の　部） �

　　営　業　損　益　の　部�

　　　営 　 　 業 　 　 収 　 　 益  �
　　　　売 　 　 上 　 　 高 �
　　　営 　 　 業 　 　 費 　 　 用   �
　　　　売　　上　　原　　価�
　 　 販売費及び一般管理費 �
　　　営 　 業 　 利 　 益     �

　　営　業　外　損　益　の　部�
　　　営 　 業 　 外 　 収 　 益   �
　　　　受 取 利 息 及 び 配 当 金   �
　　　　持 分 法 に よ る 投 資 利 益�
　　　　雑　　　　　収　　　　　益 �
　　　営 　 業 　 外 　 費 　 用     �
　　　　支 　 払 　 利 　 息  �
　　　　雑　　　　　損　　　　　失�
　　　経 　 　 常 　 　 利 　 　 益   �
   �
（特　別　損　益　の　部）�

　　　特 　 　 別 　 　 利 　 　 益   �
　　　　固　定　資　産　売　却　益�
　　　　貸 倒 引 当 金 戻 入 益 �
　　　　    �
　　　特 　 　 別 　 　 損 　 　 失  �
　　　　投 資 有 価 証 券 売 却 損 �
　 　 投 資 有 価 証 券 評 価 損  �
　　　　固　定　資　産　処　分　損�
　　　　減 　 　 損 　 　 損 　 　 失�
　　　　構 造 改 善 費 用�

�
�

　　　　　　　　　　　１，４９８，６２０�
　　１，４９８，６２０　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　１，３８９，８９４�
　　１，１２７，５３０　　　　　　　　　�
　　２６２，３６４　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　１０８，７２６�

�
　　　　　　　　　　　　７，４１６�
　　　２，６５３　　　　　　　　　�
　　　５３６　　　　　　　　　�
　　　４，２２７　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　１１，９７６�
　　　３，５７０　　　　　　　　　�
　　　８，４０６　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　１０４，１６６�

�

�

　　　　　　　　　　　５，８８０�
５，６７０　　　　　　　　　�

　　　２１０　　　　　　　　　�
�

　　　　　　　　　　　１５，５６５�

　　　８５４　　　　　　　　　�
　　　７０３　　　　　　　　　�
　　　７，０３９　　　　　　　　　�
　　　３，７９９　　　　　　　　　�

３，１７１　　　　　　　　　�
　　　�

  ９４，４８１�

  ３８，９６３�
  ４，４１７�
　　　　　　　　　　　　２６７�

　　　　　　　　　　　５９，６６８�

科　　　　　目� 金　　　　　額�
百万円�百万円�

連結損益計算書� 平成１７年４月１日から�
平成１８年３月３１日まで�（� （�

（注） �
�
�
�

記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�
�

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   �

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 �
法 人 税 等 調 整 額 �

少 数 株 主 利 益 �

当 期 純 利 益 �

�

△�
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項�
１．連結の範囲に関する事項    �
　（１）連結子法人等の状況    �
　　　・連結子法人等の数…………………１０５社�
　　　・主要な連結子法人等の名称………第１１５期営業報告書の「Ⅱ．会社の概況７．企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業結合の状況」に記載しているため、省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　している。�
　　　　なお、当連結会計年度より、連結計算書類に与える影響が重要となってきた
　　　持分法適用の非連結子法人等１社を連結子法人等とした。�
　　　　また、株式を当社企業集団外の他社へ一部売却したこと等により、２社を連
　　　結の範囲から除いている。    �
　（２）非連結子法人等の状況    �
　　　・主要な非連結子法人等の名称……旭化成メタルズ（株）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭化成ファインケム（株）等�
　　　・連結の範囲から除いた理由………非連結子法人等は、いずれも小規模であり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計の総資産・売上高・当期純損益（持分相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当額）及び、利益剰余金（持分相当額）等はい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていないため連結の範囲から除いている。 
�
�
２．持分法の適用に関する事項     �
　（１）持分法を適用した非連結子法人等または関連会社の状況     �
　　　・持分法適用の非連結子法人等または関連会社数………５５社�
　　　・主要な非連結子法人等の名称……旭化成メタルズ（株） �
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭化成ファインケム（株）等 �
　　　・主要な関連会社の名称……………旭有機材工業（株）等 �
�
　（２）持分法を適用していない非連結子法人等または関連会社の状況     �
　　　・主要な非連結子法人等の名称……旭化成分離膜装置（杭州）有限公司�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭化成精細化工（南通）有限公司　等 �
　　　・主要な関連会社の名称……………南陽化成（株）等 �
　　　・持分法を適用しない理由…………各社の当期純損益（持分相当額）及び利益剰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余金（持分相当額）等が連結計算書類に及ぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す影響が軽微であり、かつ重要性がないた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め、持分法の適用範囲から除いている。�
　　　　なお、当連結会計年度より、連結計算書類に与える影響が重要となってきた、
　　　非連結子法人等２社、関連会社１社を持分法適用会社とし、株式を当社企業集
　　　団外の他社へ一部売却したこと等により、連結子法人等２社を持分法適用の関
　　　連会社へ変更した。�
　　　　また、連結計算書類に与える影響が重要となってきた持分法適用の非連結子
　　　法人等１社を連結子法人等に変更し、清算したことにより２社を持分法適用会
　　　社から除いている。    �
　（３）持分法適用手続に関する特記事項…持分法適用会社のうち、事業年度の末日が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結決算日と異なる会社については、各社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の事業年度に係る計算書類を使用している。�
�
３．連結子法人等の事業年度等に関する事項    �
　　　連結子法人等のうち、東西石油化学（株）、Ａｓａｈｉ　Ｋａｓｅｉ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ（Ａｍｅｒｉｃａ�）Ｉｎｃ.、
　　  　ＡＫ＆Ｎ（ＵＫ）Ｌｔｄ.、Ａｓａｈｉ　Ｋａｓｅｉ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.、杭州旭化成アンロン�
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　　有限公司、杭州旭化成紡織有限公司、旭化成香港有限公司、旭化成電子材料（蘇
　　州）有限公司等２３社の事業年度の末日は、平成１７年１２月３１日、（株）キューアサ（旧
　　九州旭シームレス（株））の事業年度の末日は、平成１８年２月２８日である。�
　　　連結計算書類の作成に当たっては、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として
　　いるが、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結計算書類
　　上、必要な調整が行われている。�
�
４．会計処理基準に関する事項�
　（１）重要な資産の評価基準及び評価方法�
　　　①有価証券�
　　　　その他有価証券�
　　　　　・時価のあるもの……主として期末日前１ヶ月間の市場価格の平均に基づ
　　　　　　　　　　　　　　　く時価法�
　　　　　　　　　　　　　　　評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価
　　　　　　　　　　　　　　　は主として移動平均法により算定�
　　　　　・時価のないもの……主として移動平均法による原価法�
　　　②棚卸資産…………………主として総平均法による低価法（ただし、販売用土
　　　　　　　　　　　　　　　地及び住宅については個別法による原価法）�
　　　③デリバティブ……………時価法�
　（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法�
　　　①有形固定資産……………建物は主として定額法、建物以外は主として定率法�
　　　②無形固定資産……………ソフトウェア（自社利用）については、社内における
　　　　　　　　　　　　　　　利用可能期間（５年）に基づく定額法�
　　　　　　　　　　　　　　　その他の無形固定資産は定額法�
　（３）重要な引当金の計上基準�
　　　①貸倒引当金　　�
　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率
　　　　により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
　　　　回収不能見込額を計上している。�
　　　②退職給付引当金�
　　　　　当社及び国内連結子法人等の従業員の退職給付に備えるため、当連結会計
　　　　年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。�
　　　　　数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に１年間で費用処理
　　　　し、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
　　　　年数（主として１０年）による定額法により費用処理している。�
　　　③役員退職慰労引当金�
　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社と一部の国内連結子法人等は
　　　　内規に基づく必要額を計上している。�
　（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準�
　　　　外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
　　　算差額は損益として処理している。なお、在外連結子法人等の資産及び負債と
　　　収益及び費用は期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少
　　　数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めている。�
�
　（５）重要なリース取引の処理方法�
　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
　　　リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。�
　（６）重要なヘッジ会計の方法�
　　　①ヘッジ会計の方法�
　　　　　主として繰延ヘッジ会計を採用している。�
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　　　　　なお、金利スワップにおいては特例処理の要件を満たしている場合は特例
　　　　処理を採用している。�
　　　②ヘッジ手段とヘッジ対象�
　　　　　ヘッジ手段　　　　ヘッジ対象�
　　　　　為替予約　　　　　外貨建金銭債権債務�
　　　　　通貨スワップ　　　借入金、支払利息�
　　　　　金利スワップ　　　支払利息　�
　　　③ヘッジ方針　�
　　　　　当社及び一部の連結子法人等においては、デリバティブ取引に関する社内
　　　　規程に基づき、為替レートの変動リスク及び金利変動リスクを回避すること
　　　　を目的とする。�
　　　④ヘッジ有効性評価の方法�
　　　　　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ
　　　　開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に
　　　　相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略して
　　　　いる。 �
　（７）その他連結計算書類作成のための重要な事項�
　　　①消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。�
　　　②役員賞与の会計処理は、利益処分方式によっている。�
　　　③連結納税制度を適用している。 �
�
５．連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項�
　　　連結子法人等の資産及び負債の評価については、部分時価評価法を採用している。�
�
６．連結調整勘定の償却に関する事項�
　　　連結調整勘定の償却については、５年間、２０年間で均等償却を行っている。た
　　だし、重要性のないものについては一括償却している。�

会計処理方法の変更�
�
（固定資産の減損に係る会計基準の適用）�
　　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会
　計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成１４年８月９日））及び「固定資
　産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成１５年１０月
　３１日）が適用されることになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用してい
　る。これにより税金等調整前当期純利益は３,７９９百万円減少している。なお、減損損
　失累計額については、各資産の金額から直接控除している。�
�
（数理計算上の差異の費用処理方法の変更）�
　　当社及び一部の国内連結子法人等は、従来、退職給付会計における数理計算上の
　差異をその発生の翌連結会計年度に１年間で費用処理してきた。しかし、当初想定
　した範囲を上回る国内外の株式市況の高騰、下落などを背景に、毎期多額の年金資
　産運用の利差損益（数理計算上の差異）が発生した。数理計算上の差異を１年間で費
　用処理することにより、営業費用に多額の数理計算上の差異に係る費用処理額が含
　まれることとなった結果、営業利益、経常利益、当期純利益の変動要因の相当部分
　を数理計算上の差異に係る費用処理額が占める状態になっている。このため、利益
　水準の変化が必ずしも事業業績の動向・評価を端的に表さないこととなり、表示の
　明瞭性から望ましくない状況を招いている。また、数理計算上の差異を長期間で費
　用処理する方法を採用することにより、株式市況の高騰、下落に起因する年金資産�
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注記事項�
１．連結貸借対照表の注記�
　（１）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　１,１８４,３１７百万円�
　（２）担保に供している資産�
　　　①建物及び構築物 １,９８４百万円 （１,１２０百万円）�
　　　②機械装置及び運搬具 ２,１２５百万円 （１,７１３百万円）�
　　　③土地 １,４７１百万円 （１,３７４百万円）�
　　　④有形固定資産のその他 ５０百万円 （ 　４８百万円）�
　　　上記の内、（　）内は工場財団抵当並びに当該債務を示す。�
　　　なお、上記のほか、投資有価証券２１２百万円を取引保証金として取引先に差し
　　　入れている。�
　（３）保証債務 １５,５６９百万円�
　　　（うち共同保証による実質他社負担額） （８,４２０百万円）�
　（４）保証予約 ２,６４６百万円�
　（５）経営指導念書等 ７３４百万円�
　（６）受取手形割引高 ２９６百万円�
　（７）商法施行規則第１２４条第３号に規程する純資産額　　８５,３８４百万円�
�
２．連結損益計算書の注記�
　（１）販売費及び一般管理費の主要な費目�
　　　①運賃・保管料 ３２,５５４百万円�
　　　②給与・賞与等 ８７,１１７百万円�
　　　③研究開発費 ３５,８３２百万円�
　　　④資産賃借料 ２８,０７２百万円�
�
　（２）減損損失�
　　　　当社及び連結子法人等は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎と
　　　して製造工程、地域性、投資の意思決定範囲等を加味してグルーピングを行っ
　　　ている。遊休資産については個別の資産単位毎に把握している。�
　　　　当連結会計年度においては、時価が下落している遊休資産について帳簿価額
　　　を回収可能価額まで減額し、当該減少額（３,７９９百万円）を減損損失として特別損
　　　失に計上している。�
　　　　なお、当資産の回収可能価額は、主として不動産鑑定士による鑑定評価額に
　　　基づく正味売却価額により測定している。�

　運用の利差益、利差損を長期的に相殺する効果が生じるが、近年の年金資産運用の
　利差損益（数理計算上の差異）の発生状況を鑑みると、数理計算上の差異を長期安
　定的に費用処理していく本来の退職給付会計の考え方に、より適合する経済環境に
　なってきている。�
　　以上のような状況から、当連結会計年度以降に発生する数理計算上の差異につい
　ては、 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法に
　よりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する方法に変更することとした。
　前連結会計年度に発生した数理計算上の差異は、従来どおり、当連結会計年度に１
　年間で全額を処理しているため、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影
　響は無い。当連結会計年度に発生した数理計算上の差異（益２３,６０４百万円）は、翌連
　結会計年度以降、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法
　により処理するため、従来の１年間で全額を処理する方法によった場合に比較して、
　翌連結会計年度における退職給付費用は２１,２４４百万円増加し、経常利益は１９,６３９百 
　万円減少し、税金等調整前当期純利益は１９,６３９百万円減少する予定である。�
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（２８）�

３．退職給付関係�
　（１）採用している退職給付制度の概要�
　　　　当社及び主要な国内連結子法人等は、確定給付型の制度として、退職一時金
　　　制度、厚生年金基金制度、基金型確定給付企業年金制度、適格退職年金制度を
　　　採用または併用している。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準
　　　拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合
　　　がある。一部の海外連結子法人等は確定給付型、または確定拠出型の制度を採
　　　用している。�
�
　（２）退職給付債務に関する事項（平成１８年３月３１日現在）�
　　　①退職給付債務  △３００,３２７百万円�
　　　②年金資産  ２０６,０２２百万円�
　　　③未積立退職給付債務（①＋②）  △  ９４,３０５百万円�
　　　④未認識数理計算上の差異  △  ２３,６１９百万円�
　　　⑤未認識過去勤務債務（債務の減額）  △    ９,７９７百万円�
　　　⑥連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △１２７,７２１百万円�
　　　⑦前払年金費用  ３,８９６百万円�
　　　⑧退職給付引当金（⑥－⑦）  △１３１,６１７百万円�
�
　（３）退職給付費用に関する事項（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）�
　　　①勤務費用（注）１、２　  ８,６９７百万円�
　　　②利息費用  ７,２９２百万円�
　　　③期待運用収益  △    ４,４０９百万円�
　　　④数理計算上の差異の費用処理額  △    ２,７２６百万円�
　　　⑤過去勤務債務の費用処理額  △    １,３９４百万円�
　　　⑥退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） ７,４６１百万円�
　　　（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出金は控除している。�
　　　　　　２．簡便法を採用している連結子法人等の退職給付費用を含んでいる。�
�
�
�
　（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項�
　　　①割引率　　　　　　　　　　　　　　　２.５％　�
　　　②期待運用収益率　　　　　　　　　　　２.５％　�
　　　③退職給付見込額の期間配分方法　　　　期間定額基準　�
　　　④過去勤務債務の処理年数　　　　　　　主として１０年　�
　　　（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費
　　　　用処理している）�
　　　⑤数理計算上の差異の処理年数　　　　　１年　�
　　　（発生の翌連結会計年度に１年間で費用処理している）�
�
４．１株当たりの当期純利益　　　　　　   ４２円４６銭�
�
�
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（２９）�

平成１７年４月１日から�
平成１８年３月３１日まで�（� （�

（ご参考）�

億円�

連結剰余金計算書の要旨�
（億円未満四捨五入）�

科　　　　　目� 金　　額�

億円�

科　　　　　目� 金　　額�

７９４�

　０�

７９４�

２,９５６�

５９７�

�

１２８�

�

３,４２４�

１．�

２．�

３．�

１．�

２．�

�

３．�

�

４．�

�

資本剰余金期首残高�

資本剰余金増加高�

資本剰余金期末残高�

利益剰余金期首残高�

利益剰余金増加高�

（うち当期純利益）�
利益剰余金減少高�

（うち配当金）�
利益剰余金期末残高�

（億円未満四捨五入）�

営業活動によるキャッシュ・フロー�
　　　税金等調整前当期純利益�
　　　減価償却費�
　　　売上債権の増加額�
　　　棚卸資産の増加額�
　　　法人税等の支払額�
　　　その他�
投資活動によるキャッシュ・フロー�
　　　固定資産取得による支出（有形・無形）�
　　　有形固定資産の売却による収入�
　　　投資有価証券の取得による支出�
　　　その他�
財務活動によるキャッシュ・フロー�
現金及び現金同等物に係る換算差額�
現金及び現金同等物の増加額�
現金及び現金同等物の期首残高�
非連結子会社の連結化に伴う増加額�
現金及び現金同等物の期末残高�

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨�平成１７年４月１日から�平成１８年３月３１日まで�（� （�

１,０８６�
９４５�
６９４�

△  １６４�
△  １１１�
△  ２９１�

１３�
△  ６０４�
△  ６６４�

８８�
△    ６８�

４１�
△  ３０９�

４�
１７８�
６８５�
１�

８６４�

（５９７）�
�

（１２６）�
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（３０）�

貸　借　対　照　表（平成１８年３月３１日現在）�

（資　産　の　部）�
　流　動　資　産�

科　　　　　目� 金　　額�

現 金 及 び 預 金  �
貯 蔵 品  �
前 払 費 用  �
繰 延 税 金 資 産 �
未 収 入 金  �
短 期 貸 付 金 �
関係会社短期貸付金 �
立 替 金  �
そ の 他  �
貸 倒 引 当 金 �

１５５，５５１�

２５２�
５７�
９４０�
１，８０９�
１４，５９５�

２�
９６，３９２�
４３，４６８�
１０２�

△ ２，０６６�
�

５５０，８２０�

６７，５３６�

１３，８６５�
２，３１４�
９３８�
３２�

１，８１０�
４７，８４０�
７３７�

１４６，０６９�
２５２，５４８�

３９�
４６�

７４，９１３�
８３�

２，８０６�
△ １０３�

６，４０１�
４８１�

６，８８２�

４７６，４０２�

７０６，３７１�

（負　債　の　部）�
　流　動　負　債�

科　　　　　目� 金　　額�

支 払 手 形 �
短 期 借 入 金 �
一年以内返済予定長期借入金�
一年以内償還予定社債�
未 払 金 �
未 払 法 人 税 等 �
未 払 費 用 �
前 受 金 �
預 り 金 �
代行支払関係支払手形�
そ の 他 �

（ 資 本 の 部 ）�

　資　　本　　金�

�
１０２，６９５�

２０３，９２７�
８４，０００�
５８，７３２�
４２，８５２�
１７，８５５�
４５２�
３５�
�

２５，８４７�
１０１，６３４�
１，８７６�
１０，７５８�
７，０００�
８２，０００�
４２，５２６�

３９�
９，０００�
５，１６４�
２３，０００�
２６，５８３�
１０，２９１�
１３，８６３�

３２�
３，８５０�
５，５４６�
５，３２６�

１０３，３８９�

７９，４３３�

７９,３９６�
３７�
３７�

１７０，００８�

７０６，３７１�

　固　定　資　産�
　  有形固定資産�

建 物  �
構 築 物  �
機 械 及 び 装 置  �
車 両 及 び 運 搬 具  �
工具器具及び備品 �
土 地  �
建 設 仮 勘 定 �

　  無形固定資産�

ソ フ ト ウ ェ ア �
特 許 権 等 �

　固　定　負　債�
社 債 �
長 期 借 入 金 �
繰 延 税 金 負 債 �
退 職 給 付 引 当 金 �
役員退職慰労引当金�
預 り 保 証 金 �

　資 本 剰 余 金 �

自己株式処分差益�

　その他有価証券評価差額金�

　自 己 株 式 �

　利 益 剰 余 金 �

１７，３０１�
６４，２２２�

�
�
特 別 償 却 準 備 金 �
固定資産圧縮積立金�
配 当 平 均 積 立 金 �
別 途 積 立 金 �

　  投資その他の資産�

資　産　合　計� 負債及び資本合計�

投 資 有 価 証 券  �
関 係 会 社 株 式 �
出 資 金  �
長 期 貸 付 金 �
関係会社長期貸付金 �
長 期 前 払 費 用  �
そ の 他  �
貸 倒 引 当 金 �

百万円�百万円�

（３０６，６２１）�

（３９９，７４９）�

△�

�

利 益 準 備 金 �
任 意 積 立 金 �

資 本 準 備 金�
その他資本剰余金�

当 期 未 処 分 利 益 �
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（３１）�

（注）�

　１.�

　２.�

　�

　�

　３.�

　４.�

　５.�

　�

　�

�

�

�

　�

�

　６.

�

記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�

関係会社に対する短期金銭債権 １５３,８００百万円�

関係会社に対する長期金銭債権 ７４，９２１百万円�

関係会社に対する短期金銭債務 　　　９，９７０百万円�

有形固定資産の減価償却累計額 ２９，０１７百万円�

国庫補助金による有形固定資産の圧縮記帳累計額  ７０５百万円�

保証債務 ２８，００９百万円�

（うち共同保証による実質他社負担額）　　　　     （９５７百万円）�

（うち被再保証金額）　　　　　　　　　　　　　（２３，６８０百万円）�

連帯債務額のうち他の連帯債務者負担額 ６７６百万円�

保証予約 ５，１１４百万円�

（うち被再保証金額）　　　　　　　　　　　　　（５，１１４百万円）�

経営指導念書等 ４４１百万円�

（うち被再保証金額）　　　　　　　　　　　　　　（４４１百万円）�

商法施行規則第１２４条第３号に規定する純資産額 ６４，２２２百万円�

�

�
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（３２）�

（経　常　損　益　の　部） �
　　営　業　損　益　の　部�
　　　営 　 　 業 　 　 収 　 　 益  �
　　　　関 係 会 社 受 取 配 当 金 �
　　　　関係会社不動産賃貸収入�
　　　営 　 　 業 　 　 費 　 　 用   �
　　　　一 　 般 　 管 　 理 　 費 �
　　　営 　 業 　 利 　 益     �
　　営　業　外　損　益　の　部�
　　　営 　 業 　 外 　 収 　 益   �
　　　　受 取 利 息 及 び 配 当 金   �
　　　　雑　　　　　収　　　　　益 �
　　　営 　 業 　 外 　 費 　 用     �
　　　　支　　　払　　　利　　　息 �
　　　　雑　　　　　損　　　　　失�
　　　経 　 　 常 　 　 利 　 　 益   �
�
（特　別　損　益　の　部）�
　　　特 　 　 別 　 　 利 　 　 益   �
　　　　投 資 有 価 証 券 売 却 益    �
　　　　固　定　資　産　売　却　益 �
　　　　    �
　　　特 　 　 別 　 　 損 　 　 失  �
　　　　投 資 有 価 証 券 評 価 損  �
　　　　固　定　資　産　処　分　損�
　　　　減　　　損　　　損　　　失    �
　　　    �
�

�
�
  ４２，６４９�
 ３３，６９１�
 ８，９５８�
  １５，２３９�
 １５，２３９�
  ２７，４１０�
�
  ４，４１２�
 ３，９５０�
 ４６２�
  ４，８０９�
 ２，１０５�
 ２，７０４�
  ２７，０１３�
�
�
  ５，９２８�
 １９４�
 ５，７３４�
 �
  ６，３３２�
 ２４０�
 ２，４４４�
　　　　３，６４８�
 �

  ２６，６０９�
  △２，０５０�
  △３５１�
  ２９，０１０�
  ２０，５１６�
  ７，００１�
  ４２，５２６�

科　　　　　目� 金　　　　　額�
百万円�百万円�

損　益　計　算　書� 平成１７年４月１日から�
平成１８年３月３１日まで�（� （�

（注） �
�
�
�

　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。�
　関係会社との取引高　営　 　業　　収　　益　　 ４２,６４９百万円�
　　　　　　　　　　　仕入高及び委託加工費等 　　　４,７４１百万円�
　　　　　　　　　　　営業取引以外の取引高 　 　６,９５１百万円�
　一株当たりの当期純利益　　　　　　　　　　　　　　２０円６７銭�
　減損損失  �
　　当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを�
　行っている。遊休資産については個別の資産単位毎に把握している。�
　　当期において、時価が下落している遊休資産（土地）について帳簿価額を回収可�
　能価額まで減額し、当該減少額（３,６４８百万円）を減損損失として特別損失に計上�
　している。なお、当資産の回収可能価額は、主として不動産鑑定士による鑑定評�
　価額に基づく正味売却価額により測定している。  �
�

税 引 前 当 期 純 利 益   �
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 �
法 人 税 等 調 整 額 �
当 期 純 利 益 �
前 　 期 　 繰 　 越 　 利 　 益 �
中　　間　　配　　当　　額   �
当 期 未 処 分 利 益�

１.�
２.�
　�
�
３.�
４．�
　　　　　　　 �
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重要な会計処理方針に関する事項�
１．有価証券の評価基準及び評価方法�
　（１）子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法�
　（２）その他有価証券�
　　　　時価のあるもの……期末日前１ヶ月間の市場価格の平均に基づく時価法�
　　　　　　　　　　　　　評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移
　　　　　　　　　　　　　動平均法により算定�
　　　　時価のないもの……移動平均法による原価法�
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法………時価法�
３．固定資産の減価償却の方法�
　  （１）有形固定資産…………建物は定額法、建物以外は定率法　�
　  （２）無形固定資産…………ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用
　　　　　　　　　　　　　可能期間（５年）に基づく定額法　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　その他の無形固定資産は定額法�
４．引当金の計上基準�
　（１）貸倒引当金　　�
　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率に
　　　より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回
　　　収不能見込額を計上している。�
　（２）退職給付引当金�
　　　　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
　　　の見込額に基づき計上している。�
　　　　数理計算上の差異は、その発生時の翌期に１年間で費用処理し、過去勤務債
　　　務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による
　　　定額法により費用処理している。�
　（３）役員退職慰労引当金�
　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要額を計上している。�
　　　　なお、役員退職慰労引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金である。�
５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準�
　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
　損益として処理している。�
６．ヘッジ会計の方法�
　　繰延ヘッジ会計を採用している。なお、金利スワップについては、特例処理の要
　件を満たしている場合は特例処理を採用している。�
７．消費税等の会計処理方法�
　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。�
８．役員賞与の会計処理方法�
　　利益処分方式によっている。�
９．連結納税制度の適用�
　　連結納税制度を適用している。�
�
会計処理方法の変更�

（固定資産の減損に係る会計基準の適用）�
　　当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設
　定に関する意見書」（企業会計審議会  平成１４年８月９日））及び「固定資産の減損に 
　係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成１５年１０月３１日）が適
　用されることになったことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用している。これ�
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　により税引前当期純利益は３,６４８百万円減少している。なお、減損損失累計額につい
　ては、各資産の金額から直接控除している。�

（数理計算上の差異の費用処理方法の変更）�
　　当社は、従来、退職給付会計における数理計算上の差異をその発生の翌期に１年
　間で費用処理してきた。しかし、当初想定した範囲を上回る国内外の株式市況の高
　騰、下落などを背景に、毎期多額の年金資産運用の利差損益（数理計算上の差異）が
　発生した。数理計算上の差異を１年間で費用処理することにより、営業費用に多額
　の数理計算上の差異に係る費用処理額が含まれることとなった結果、営業利益、経
　常利益、当期純利益の変動要因の相当部分を数理計算上の差異に係る費用処理額が
　占める状態になっている。このため、利益水準の変化が必ずしも事業業績の動向・
　評価を端的に表さないこととなり、表示の明瞭性から望ましくない状況を招いている。
　また、数理計算上の差異を長期間で費用処理する方法を採用することにより、株式
　市況の高騰、下落に起因する年金資産運用の利差益、利差損を長期的に相殺する効
　果が生じるが、近年の年金資産運用の利差損益（数理計算上の差異）の発生状況を鑑
　みると、数理計算上の差異を長期安定的に費用処理していく本来の退職給付会計の
　考え方に、より適合する経済環境になってきている。�
　　以上のような状況から、当期以降に発生する数理計算上の差異については、発生
　時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法によりそれぞ
　れ発生の翌期から費用処理する方法に変更することとした。前期に発生した数理計
　算上の差異は、従来どおり、当期に１年間で全額を処理しているため、この変更に
　伴う当期の損益に与える影響は無い。当期に発生した数理計算上の差異（益 ２,７５３百
　万円）は、翌期以降、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定
　額法により処理するため、従来の１年間で全額を処理する方法によった場合に比較
　して、翌期における退職給付費用は２,４７８百万円増加し、経常利益は２,４７８百万円減
　少し、税金等調整前当期純利益は２,４７８百万円減少する予定である。�

当 期 未 処 分 利 益�
特別償却準備金取崩額�
　　　　　  計�
これを次の通り処分します。�
�

４２，５２６，１３７，５８４�
２３１，４１４，８４２�

４２，７５７，５５２，４２６�

６，９９９，２２１，３８０�

２８３，２１８，１１７�

７，３５５，１１９，４９７�
３５，４０２，４３２，９２９�

項　　　　　目� 金　　　　　額�
円�

（第１号議案に関する添付書類）�

利　益　処　分　案�

配　　　　当　　　　金�

（注）当期は、７，０００，７１３，３００円（１株につき５円）の中間配当を実施致しました。�

１株につき５円�
（普通配当５円）�

役 　 員 　 賞 　 与 　 金 �

　 　 　計 �
次　期　繰　越　利　益�

（うち監査役賞与金）�
７２，６８０，０００�
（１８，３００，０００）�

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 �
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独立監査人の監査報告書�

会計監査人の監査報告書謄本（連結）�

平成１８年５月２日�

中 央 青 山 監 査 法 人 �

指 定 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�小　林　公　司�w

w

w

指 定 社 員�
業務執行社員�
指 定 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�仲　澤　孝　宏�

公認会計士�北　川　哲　雄�

　当監査法人は、旧「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する

法律」第１９条の２第３項の規定に基づき、旭化成株式会社の平成１７年

４月１日から平成１８年３月３１日までの第１１５期営業年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表及び連結損益計算書について監査を行

った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。�

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の

基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算

書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会

計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。

当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得

たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が必要と認めて実

施した子会社又は連結子会社に対する監査手続を含んでいる。�

�

　監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。�

（１）連結計算書類は、法令及び定款に従い旭化成株式会社及びその連  

　  結子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示して

　  いるものと認める。�

（２）会計方針の変更に関する意見は次のとおりである。�

　  ①　会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当営業年度より「固

　　  定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計

旭 化 成 株 式 会 社 �
蛭　田　史　郎　殿�代表取締役�

取締役社長�
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　  　基準の適用指針」を適用しているが、この変更は、同会計基準及

　　  び同適用指針が当営業年度より適用されることになったことに伴 

　　  うものであり、相当と認める。�

　  ②　会計処理方法の変更に記載のとおり、当営業年度において会

　  　社は、当営業年度以降に発生する数理計算上の差異の費用処理方

　  　法を、「発生時の翌営業年度に１年間で費用処理する方法」から

　  　「発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）に�

　  　よる定額法によりそれぞれ発生の翌営業年度から費用処理する方

　  　法」に変更することとした。�

　  　　この変更は、以下の理由に基づいて行ったものであり、相当と

　  　認める。�

　  　　会社が当初想定した範囲を上回る国内外の株式市況の高騰、下

　  　落などを背景に、毎期多額の年金資産運用の利差損益（数理計算

　  　上の差異）が発生した。数理計算上の差異を１年間で費用処理す

　  　ることにより、営業費用に多額の数理計算上の差異に係る費用処

　  　理額が含まれることとなった結果、営業利益、経常利益、当期純

　  　利益の変動要因の相当部分を数理計算上の差異に係る費用処理額

　  　が占める状態になっている。このため、利益水準の変化が必ずし

　  　も事業業績の動向・評価を端的に表さないこととなり、表示の明

　  　瞭性から望ましくない状況を招いている。また、数理計算上の差

　  　異を長期間で費用処理する方法を採用することにより、株式市況

　  　の高騰、下落に起因する年金資産運用の利差益、利差損を長期的

　  　に相殺する効果が生じるが、近年の年金資産運用の利差損益（数

　  　理計算上の差異）の発生状況を鑑みると、数理計算上の差異を長

　  　期安定的に費用処理していく本来の退職給付会計の考え方に、よ

　  　り適合する経済環境になってきている。以上のような状況から、

　  　会社は、当営業年度以降に発生する数理計算上の差異については、

　  　発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）によ

　  　る定額法によりそれぞれ発生の翌営業年度から費用処理する方法

　  　に変更することとした。�

　�

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�

目次へ� 次ページ�前ページ�



（３７）�

連結計算書類に係る監査報告書�

監査役会の監査報告書謄本（連結）�

w

w

w

w

　当監査役会は、平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１１５

期営業年度の連結計算書類（連結貸借対照表及び連結損益計算書）に関

して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監

査報告書を作成し、次のとおり報告いたします。�

�

１．監査役の監査の方法の概要�

　　各監査役は、監査役会が定めた当期の監査方針、監査計画等に従

　い、連結計算書類について取締役等及び会計監査人中央青山監査法

　人から報告及び説明を受け、監査いたしました。�

�

２．監査の結果�

　　会計監査人中央青山監査法人の監査の方法及び結果は相当である

　と認めます。�

�

平成１８年５月８日�

　　　　　　　　　　　　　　　旭化成株式会社　監査役会                          �

　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　土 屋 友 二�

　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　中 前 憲 二 �

　　　　　　　　　　　　　　　　　監　査　役　坂 本 秀 文�

　　　　　　　　　　　　　　　　　監　査　役　和 食 克 雄�

（注）監査役坂本秀文及び監査役和食克雄は、旧「株式会社の監査等に関す�
　　  る商法の特例に関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役であり�
　　  ます。�
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独立監査人の監査報告書�

会計監査人の監査報告書謄本（単独）�

平成１８年５月２日�

中 央 青 山 監 査 法 人 �

指 定 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�小　林　公　司�w

w

w

指 定 社 員�
業務執行社員�
指 定 社 員�
業務執行社員�

公認会計士�仲　澤　孝　宏�

公認会計士�北　川　哲　雄�

　当監査法人は、旧「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する
法律」第２条第１項の規定に基づき、旭化成株式会社の平成１７年４月１
日から平成１８年３月３１日までの第１１５期営業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、営業報告書（会計に関する部分に限る。）及
び利益処分案並びに附属明細書（会計に関する部分に限る。）について
監査を行った。なお、営業報告書及び附属明細書について監査の対象
とした会計に関する部分は、営業報告書及び附属明細書に記載されて
いる事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。この計算書
類及び附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独
立の立場から計算書類及び附属明細書に対する意見を表明することに
ある。�
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類
及び附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を
得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が
採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及び附属明細書の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当監査
法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。�
�
　監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。�
（１）貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及
　  び損益の状況を正しく示しているものと認める。�
（２）会計方針の変更に関する意見は次のとおりである。�
　  ①　会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当営業年度より�

旭 化 成 株 式 会 社 �
蛭　田　史　郎　殿�代表取締役�

取締役社長�
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　     「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会
　  　計基準の適用指針」を適用しているが、この変更は、同会計基準
　  　及び同適用指針が当営業年度より適用されることになったことに
　　  伴うものであり、相当と認める。�
　  ②　会計処理方法の変更に記載のとおり、当営業年度において会社
　  　は、当営業年度以降に発生する数理計算上の差異の費用処理方法
　  　を、「発生時の翌営業年度に１年間で費用処理する方法」から「発
　  　生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による
　  　定額法によりそれぞれ発生の翌営業年度から費用処理する方法」
　  　に変更することとした。�
　  　　この変更は、以下の理由に基づいて行ったものであり、相当と
　  　認める。�
　  　　会社が当初想定した範囲を上回る国内外の株式市況の高騰、下
　  　落などを背景に、毎期多額の年金資産運用の利差損益（数理計算
　  　上の差異）が発生した。数理計算上の差異を１年間で費用処理す
　  　ることにより、営業費用に多額の数理計算上の差異に係る費用処
　　  理額が含まれることとなった結果、営業利益、経常利益、当期純
　　  利益の変動要因の相当部分を数理計算上の差異に係る費用処理額
　　  が占める状態になっている。このため、利益水準の変化が必ずし
　　  も事業業績の動向・評価を端的に表さないこととなり、表示の明
　　  瞭性から望ましくない状況を招いている。また、数理計算上の差
　　  異を長期間で費用処理する方法を採用することにより、株式市況
　　  の高騰、下落に起因する年金資産運用の利差益、利差損を長期的
　　  に相殺する効果が生じるが、近年の年金試算運用の利差損益（数
　　  理計算上の差異）の発生状況を鑑みると、数理計算上の差異を長
　　  期安定的に費用処理していく本来の退職給付会計の考え方に、よ
　　  り適合する経済環境になってきている。以上のような状況から、
　　  会社は、当営業年度以降に発生する数理計算上の差異については、
　　  発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）によ
　　  る定額法によりそれぞれ発生の翌営業年度から費用処理する方法
　　  に変更することとした。�
（３）営業報告書（会計に関する部分に限る。）は、法令及び定款に従い
　  会社の状況を正しく示しているものと認める。�
（４）利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。�
（５）附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、旧商法の規定
　  により指摘すべき事項はない。�
�
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�
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（４０）�

監査報告書�

監査役会の監査報告書謄本（単独）�

w
w
w
w

　当監査役会は、平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１１５
期営業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及
び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、次のとおり
報告いたします。�
�
１．監査役の監査の方法の概要�
　　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期
　の監査方針、監査計画等に従い、グループとしての内部統制システ
　ムの整備・運用状況、ＣＳＲへの取り組み状況（法令等遵守、環境保
　全・保安防災等）、関係会社管理体制及び海外事業のリスク管理体制
　を重点監査項目として設定しました。監査の方法としては、取締役
　会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行
　状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
　において業務及び財産の状況を調査し、各事業会社及び主要な関係
　会社に対し営業の報告を求めました。また、会計監査人中央青山監
　査法人から報告及び説明を受け、計算書類及び附属明細書につき検
　討を加えました。�
　　取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社による
　無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己
　株式の取得及び処分等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要
　に応じて取締役等に対し報告を求め、詳細に調査いたしました。�
　　なお、当社グループは「分社・持株会社制」を採用していますの
　で、内部監査部門及び事業会社等の監査役と定期的に連絡会を開催
　し、グループとしての内部統制の有効性を、確認しております。�
�
２．監査の結果�
  （１）会計監査人中央青山監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
　　ると認めます。�
  （２）営業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
　　ているものと認めます。�
  （３）利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照ら
　　し指摘すべき事項は認められません。�
  （４）附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべ
　　き事項は認められません。�
  （５）取締役の職務遂行に関しては、子会社に関する職務を含め、不
　　正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
　　ません。�
　　　なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会
　　社による無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引
　　並びに自己株式の取得及び処分等についても取締役の義務違反は
　　認められません。�
�
平成１８年５月８日�
　　　　　　　　　　　　　　　旭化成株式会社　監査役会                          �
　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　土 屋 友 二�
　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　中 前 憲 二 �
　　　　　　　　　　　　　　　　　監　査　役　坂 本 秀 文�
　　　　　　　　　　　　　　　　　監　査　役　和 食 克 雄�

以　上�

（注）監査役坂本秀文及び監査役和食克雄は､旧「株式会社の監査等に関する�
　　  商法 の特例に関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役であります。�
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株主総会参考書類�

　議案の内容は、第１号議案に関する添付書類（３４頁）に記載のとおりであ
ります。�
　当期の利益処分につきましては、当期の業績、経営環境および企業体質
の強化などを総合的に勘案し、当期の利益配当金を１株につき５円とさせ
ていただきたいと存じます（当期は１株につき５円の中間配当を実施して
おりますので、これにより当期の配当額は合せて、１株につき年１０円とな
ります。）。�
　また、当期末時点の取締役７名および監査役４名に対し、役員賞与総額
７２,６８０,０００円（取締役分５４,３８０,０００円、監査役分１８,３００,０００円）を支給するこ
とといたしたいと存じます。�

第１号議案　第１１５期利益処分案承認の件�

第２号議案    定款一部変更の件  �

�
１．変更の趣旨および理由�
　（１）会社法（平成１７年法律第８６号）および会社法の施行に伴う関係法律の
　　整備等に関する法律（平成１７年同第８７号）ならびに会社法施行規則（平
　　成１８年法務省令第１２号）および会社計算規則（同第１３号）が平成１８年５
　　月１日に施行されたことに伴い、次の項目について所要の変更を行う
　　ものであります。�
　　・単元未満株主の権利（変更案第８条）�
　　・株主総会参考書類等のインターネットによる開示等（変更案第１５条）�
　　・書面または電磁的記録による取締役会決議（変更案第２４条）�
　　・社外監査役との責任限定契約（変更案第３５条第２項）�
　　・剰余金の配当等についての取締役会の決議による実施（変更案第３７条）�
　　・以上の他、会社法に基づく公開会社として必要な規定の加除、修正
　　　など�
  （２）周知性の向上を図るため、電子公告制度を採用するものであります
　　（変更案第５条）。�
  （３）その他、条文の移設および削除などの所要の変更ならびに表現、字
　　句等の整理を行うものであります。�

現　行　定　款� 変　　更　　案�

　　　　　　  第  １  章    総          則�
�
（商号）�
第１条　当会社は、旭化成株式会社と称し、英文
　では、ＡＳＡＨＩ　ＫＡＳＥＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示
　する。�
�
（目的）�
第２条 　　　　 （現行どおり）�

２．変更の内容�
　　変更の内容は次のとおりであります。�

　　　　　　  第  １  章    総          則�
�
（商号）�
第１条　当会社は旭化成株式会社と称し、英文で
　はＡＳＡＨＩ　ＫＡＳＥＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示する。�
�
�
（目的）�
第２条  　　　　  （条文省略）�
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現　行　定　款� 変　　更　　案�

（本店の所在地）　　　　�
第３条　当会社は、本店を大阪市に置く。�
�
（機関）�
第４条　当会社は、株主総会および取締役のほか、
　次の機関を置く。�
  （１）取締役会�
  （２）監査役�
  （３）監査役会�
  （４）会計監査人�
�
（公告方法）�
第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。
　ただし、事故その他やむを得ない事由によって
　電子公告による公告をすることができない場合
　は、日本経済新聞に掲載して行う。�
�
�
 　　　　　　  第  ２  章    株          式�
�
（発行可能株式総数）�
第６条　当会社の発行可能株式総数は、４０億株と
　する。�
�
�
（株券の発行）�
第６条の２　当会社は、株式に係る株券を発行する。�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
�
（単元株式数および単元未満株券の不発行）�
第７条　当会社の単元株式数は、１,０００株とする。�
�
２　当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未
　満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式
　取扱規程に定めるところについては、この限り
　でない。�
�
（単元未満株式についての権利）�
第８条　当会社の株主（実質株主を含む。以下同
　じ。）は、その有する単元未満株式について、次
　に掲げる権利以外の権利を行使することができ
　ない。�
  （１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利�
  （２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をす
　　　る権利�
  （３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割
　　　当ておよび募集新株予約権の割当てを受け
　　　る権利�
  （４）次条に定める請求をする権利�
�
（単元未満株式の買増し）�
第９条　当会社の株主は、株式取扱規程に定める
　ところにより、その有する単元未満株式の数と
　併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこ
　とを請求することができる。�
�

（本店の所在地）�
第３条　当会社は本店を大阪市に置く。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
�
�
（公告の方法）�
第４条　当会社の公告は、日本経済新聞に掲載す
　る。�
�
�
�
�
 　　　　　　  第  ２  章    株          式�
�
（株式の総数）�
第５条　当会社が発行する株式の総数は、４０億株
　とする。但し、株式の消却が行われた場合には、
　これに相当する株式数を減ずる。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
（自己株式の取得）�
第６条　当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第２号
　の規定により、取締役会の決議をもって自己株
　式を買い受けることができる。�
�
（１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行）�
第７条　当会社の１単元の株式の数は、 １,０ ０ ０株
　とする。�
②　当会社は、１単元の株式の数に満たない株式
（以下単元未満株式という。）に係わる株券を発行
　しない。但し、株式取扱規程に定めるところに
　ついてはこの限りでない。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（単元未満株式の買増し）�
第７条の２　当会社の単元未満株式を有する株主
（実質株主を含む。）は、株式取扱規程に定めると
　ころにより、その単元未満株式の数と併せて１
　単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡す
　べき旨を請求することができる。�
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現　行　定　款� 変　　更　　案�

�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
�
�
�
（株主名簿管理人）�
第１０条　当会社は、株主名簿管理人を置く。�
２　株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、
　取締役会の決議によって定め、これを公告する。�
３　当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以
　下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失登録
　簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新
　株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事
　務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社
　においては取り扱わない。�
�
（株式取扱規程）�
第１１条　当会社の株式に関する取扱いおよび手数
　料は、法令または本定款のほか、取締役会にお
　いて定める株式取扱規程による。�
�
�
�
　　　　　  第  ３  章    株  主  総  会�
�
（招集）�
第１２条　当会社の定時株主総会は、毎年６月に招
　集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時招
　集する。�
２　株主総会は、本店の所在地、東京都千代田区
　またはこれらに隣接する地にて招集する。�
�
（定時株主総会の基準日）�
第１３条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日
　は、毎年３月３１日とする。�
�
（招集者および議長）�
第１４条　株主総会は、代表取締役会長が招集し、
　その議長となる。�
２　代表取締役会長が空席のときまたは支障ある
　ときは、代表取締役社長がこれに当り、代表取
　締役社長に支障があるときは、取締役会におい
　てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
　これに当る。�
�
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
　し提供）�
第１５条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主
　総会参考書類、事業報告、計算書類および連結
　計算書類に記載または表示をすべき事項に係る
　情報を、法務省令に定めるところに従い、イン
　ターネットを利用する方法で開示することによ
　り、株主に対して提供したものとみなすことが
　できる。�

（基準日）�
第８条　当会社は毎決算期現在の株主名簿及び実
　質株主名簿に記載又は記録された株主（以下株
　主というときは実質株主を含む。）をもって、そ
　の決算期の定時株主総会において権利を行使す
　べき株主とする。�
②　前項のほか必要があるときは、取締役会の決
　議により、あらかじめ公告して、一定の日現在
　の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録さ
　れた株主又は登録質権者をもって、その権利を
　行使すべき株主又は登録質権者とする。�
�
（名義書換代理人）�
第９条　当会社は株式につき名義書換代理人を置く。�
②　名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取
　締役会の決議をもって選定し、これを公告する。�
③　当会社の株主名簿及び実質株主名簿並びに株
　券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場
　所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式
　の買取り及び買増し、実質株主通知の受理その
　他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わ
　せる。�
�
（株式取扱規程）�
第１０条　当会社の株券の種類、並びに株式の名義
　書換、単元未満株式の買取り及び買増し、実質
　株主通知の受理その他株式に関する取扱及び手
　数料については、取締役会で定める株式取扱規
　程による。�
�
　　　　　  第  ３  章    株  主  総  会�
�
（招集）�
第１１条 定時株主総会は毎年６月にこれを招集し、 
　臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。�
�
②　株主総会は、本店の所在地、東京都千代田区
　又はこれらに隣接する地にてこれを招集する。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
（招集者及び議長）�
第１２条　株主総会は、代表取締役会長がこれを招
　集し、その議長となる。�
②　代表取締役会長が空席のとき、又は支障ある
　ときは、代表取締役社長がこれに当り、代表取
　締役社長に支障があるときは、取締役会の決議
　により、他の取締役がこれに当る。�
�
�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
�
�
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現　行　定　款� 変　　更　　案�

（決議の方法）�
第１６条　株主総会の決議は、法令または本定款に
　別段の定めがある場合を除き、出席した議決権
　を行使することができる株主の議決権の過半数
　をもって行う。�
２　会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決
　権を行使することができる株主の議決権の３分
　の１以上を有する株主が出席し、その議決権の
　３分の２以上をもって行う。�
�
（議決権の代理行使）�
第１７条　株主は、当会社の議決権を有する他の株
　主１名を代理人として、その議決権を行使する
　ことができる。�
２　株主または代理人は、株主総会ごとに代理権
　を証明する書面を当会社に提出しなければなら
　ない。�
�
　　　　第  ４  章    取締役および取締役会�
�
（員数）�
第１８条　当会社の取締役は、１２名以内とする。�
�
（選任方法）�
第１９条　取締役は、株主総会において選任する。�
�
�
２　取締役の選任決議は、議決権を行使すること
　ができる株主の議決権の３分の１以上を有する
　株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。�
３　取締役の選任決議は、累積投票によらないも
　のとする。�
�
（任期）�
第２０条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了
　する事業年度のうち最終のものに関する定時株
　主総会の終結の時までとする。�
�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
（代表取締役および役付取締役等）�
第２１条　取締役会は、その決議により、代表取締
　役を選定する。�
２　代表取締役が複数の場合、取締役会の決議に
　より、代表取締役の職務の分担を定めることが
　できる。�
３　取締役会は、その決議により、取締役会長、
　取締役副会長、取締役社長、取締役副社長、専務 
　取締役および常務取締役を定めることができる。�
４　取締役会は、その決議により、名誉会長を定
　めることができる。�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�

（決議の方法）�
第１３条　株主総会の決議は法令、又は本定款に別
　段の定めがある事項のほか、出席した株主の議
　決権の過半数によりこれを行う。�
�
②　商法第３４３条の規定によるべき株主総会の決
　議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する
　株主が出席し、その議決権の３分の２以上によ
　りこれを行う。�
�
（議決権の代理行使）�
第１４条　株主は当会社の議決権を有する他の株主
　を代理人として、その議決権を行使することが
　できる。�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
　　　　第  ４  章    取締役及び取締役会�
�
（定員）�
第１５条　当会社の取締役は、１２名以内とする。�
�
（取締役の選任）�
第１６条　取締役の選任は、株主総会において総株
　主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
　し、その議決権の過半数によりこれを行う。�
②　取締役の選任決議は、累積投票によらない。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
（任期）�
第１７条  取締役の任期は、就任後１年内の最終の
　決算期に関する定時株主総会の終結の時までと
　する。�
�
�
（補欠選任）�
第１８条　取締役が任期満了前に退任したときは補
　欠選任を行う。但し、法定数を欠かない限り、
　これを延期し、又は行わないことができる。�
②　前項により選任された取締役の任期は、退任
　した者の任期の満了すべき時までとする。�
�
（代表取締役及び役付取締役等）�
第１９条　当会社を代表すべき取締役は、取締役会
　の決議によりこれを定める。�
②　代表取締役が複数の場合、取締役会の決議に
　より、代表取締役の職務の分担を定めることが
　できる。�
③　取締役会はその決議により、取締役会長、取
　締役副会長、取締役社長、取締役副社長、専務
　取締役及び常務取締役を定めることができる。�
④　取締役会はその決議により、名誉会長を定め
　ることができる。�
�
（取締役会）�
第２０条　取締役会は、取締役により構成し、法令 
　又は本定款に別段の定めがある事項のほか、重
　要な業務の執行を決定する。�
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（招集者および議長）�
第２２条　取締役会は、法令に別段の定めある場合
　を除き、代表取締役会長が招集し、その議長と
　なる。�
２　代表取締役会長が空席のときまたは支障ある
　ときは、代表取締役社長がこれに当り、代表取
　締役社長に支障があるときは、取締役会におい
　てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
　これに当る。�
�
（招集の通知、決議の方法）�
第２３条　取締役会の招集の通知は、各取締役およ
　び各監査役に対して会日から７日前に発する。
　ただし、緊急の必要があるときは、これを短縮
　することができる。�
２　取締役会の決議は、取締役総数の過半数が出
　席し、取締役総数の過半数により行う。�
�
（取締役会の決議の省略）�
第２４条　当会社は、会社法第３７０条の要件を充たし 
　たときは、取締役会の決議があったものとみなす。�
�
（取締役会規程）�
第２５条　取締役会に関しては、法令または本定款
　に別段の定めがある事項のほか、取締役会規程
　による。�
�
（報酬等）�
第２６条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
　対価として当会社から受ける財産上の利益（以
　下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によっ
　て定める。�
�
（取締役の責任免除）�
第２７条　当会社は、会社法第４２６条第１項の規定
　により、任務を怠ったことによる取締役（取締役
　であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の
　限度において、取締役会の決議によって免除す
　ることができる。�
２　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
　り、社外取締役との間に、任務を怠ったことに
　よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
　とができる。ただし、当該契約に基づく責任の
　限度額は、１,０００万円以上であらかじめ定めた金
　額または法令が規定する額のいずれか高い額と
　する。�
�
　　　　第  ５  章    監査役および監査役会�
（員数）�
第２８条　当会社の監査役は、７名以内とする。�
�
（選任方法）�
第２９条　監査役は、株主総会において選任する。�
�
�
２　監査役の選任決議は、議決権を行使すること
　ができる株主の議決権の３分の１以上を有する
　株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。�

 （招集者及び議長）�
第２１条　取締役会は、代表取締役会長がこれを招
　集し、その議長となる。�
�
②　代表取締役会長が空席のとき又は支障あると
　きは、代表取締役社長がこれに当り、代表取締
　役社長に支障があるときは、取締役会の決議に
　より、他の取締役がこれに当る。�
�
�
（招集の通知、決議の方法）�
第２２条　取締役会の招集の通知は、各取締役及び
　各監査役に対して会日より７日前に発する。但
　し、緊急の必要があるときはこれを短縮するこ
　とができる。�
②　取締役会の決議は、取締役総数の過半数が出
　席し、取締役総数の過半数によりこれを行う。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
（取締役会規程）�
第２３条　取締役会に関しては法令、又は本定款に
　別段の定めがある事項のほか、取締役会規程に
　よる。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
（取締役の責任免除）�
第２３条の２　当会社は、取締役会の決議により、
　商法第２６６条第１項第５号の行為に関する取締
　役の責任を法令の限度において免除することが
　できる。�
�
②　当会社は、社外取締役との間に、商法第２６６条
　第１項第５号の行為による賠償責任を限定する
　契約を締結することができる。但し、当該契約
　に基づく賠償責任の限度額は、１,０００万円以上で
　あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額の
　いずれか高い額とする。�
�
�
　　　　第  ５  章    監査役及び監査役会�
（定員）�
第２４条　当会社の監査役は、７名以内とする。�
�
（監査役の選任）�
第２５条　監査役の選任は、株主総会において総株
　主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
　し、その議決権の過半数によりこれを行う。�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�

目次へ� 次ページ�前ページ�



（４６）�

現　行　定　款� 変　　更　　案�

（任期）�
第３０条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了
　する事業年度のうち最終のものに関する定時株
　主総会の終結の時までとする。�
２　任期の満了前に退任した監査役の補欠として 
　選任された監査役の任期は、退任した監査役の
　任期の満了する時までとする。�
�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
（常勤の監査役）�
第３１条　監査役会は、その決議により、常勤の監
　査役を選定する。�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
�
�
（招集の通知、決議の方法）�
第３２条　監査役会の招集の通知は、各監査役に対
　して会日から７日前に発する。ただし、緊急の
　必要があるときは、これを短縮することができる。�
２　監査役会の決議は、法令に別段の定めがある
　事項を除き、監査役総数の過半数によりこれを
　行う。�
�
（監査役会規程）�
第３３条　監査役会に関しては、法令または本定款
　に別段の定めがある事項のほか、監査役会規程
　による。�
�
（報酬等）�
第３４条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によ
　って定める。�
�
�
（監査役の責任免除）�
第３５条　当会社は、会社法第４２６条第１項の規定
　により、任務を怠ったことによる監査役（監査役
　であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の
　限度において、取締役会の決議によって免除す
　ることができる。�
２　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
　り、社外監査役との間に、任務を怠ったことに
　よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
　とができる。ただし、当該契約に基づく責任の
　限度額は、１,０００万円以上であらかじめ定めた金
　額または法令が規定する額のいずれか高い額と
　する。�

（任期）�
第２６条　監査役の任期は、就任後４年内の最終の
　決算期に関する定時株主総会の終結の時までと
　する。�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
（補欠選任）�
第２７条　監査役が任期満了前に退任したときは補
　欠選任を行う。但し、法定数を欠かない限り、
　これを延期し、又は行わないことができる。�
②　前項により選任された監査役の任期は、退任
　した者の任期の満了すべき時までとする。�
�
（常勤監査役）�
第２８条　監査役は、互選により常勤監査役を定め
る。�
�
（監査役会）�
第２９条　監査役会は、監査役により構成し、法令
　又は本定款に別段の定めがある事項のほか、監
　査役の職務の執行に関する重要な事項を協議し、
　又は決定する。�
�
（招集の通知、決議の方法）�
第３０条　監査役会の招集の通知は、各監査役に対
　して会日より７日前に発する。但し、緊急の必
　要があるときはこれを短縮することができる。�
②　監査役会の決議は、法令に別段の定めがある
　事項を除き、監査役総数の過半数によりこれを
　行う。�
�
（監査役会規程）�
第３１条　監査役会に関しては法令又は本定款に別
　段の定めがある事項のほか、監査役会規程による。�
�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
（監査役の責任免除）�
第３１条の２　当会社は、取締役会の決議により、
　監査役の責任を法令の限度において免除するこ
　とができる。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
�
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　　　　　　  第  ６  章    計          算�
�
（事業年度）�
第３６条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から
　翌年３月３１日までの１年とする。�
�
（剰余金の配当等の決定機関）�
第３７条　当会社は、剰余金の配当等会社法第４５９
　条第１項各号に定める事項については、法令に
　別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議
　によらず取締役会の決議によって定める。�
�
（剰余金の配当の基準日）�
第３８条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月
　３１日とする。�
�
２　当会社の中間配当の基準日は、毎年９月３０日
　とする。�
３　前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
　をすることができる。�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�
�
�
�
�
（配当金の除斥期間）�
第３９条　配当財産が金銭である場合は、その支払
　開始の日から満３年を経過してもなお受領され
　ないときは、当会社はその支払義務を免れる。�
�
�
�
�
　　　　　　　　（削　　除）�
�

　　　　　　  第  ６  章    計          算�
�
（営業年度及び計算）�
第３２条 当会社の営業年度は、毎年４月１日から翌 
　年３月３１日までとし、その末日に決算を行う。�
�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
�
�
（利益配当金）�
第３３条　利益配当金は、毎決算期現在の株主名簿
　及び実質株主名簿に記載又は記録された株主又
　は登録質権者に分配する。�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
　　　　　　　　（新　　設）�
�
�
（中間配当）�
第３４条　当会社は、取締役会の決議により、毎年
　９月３０日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記
　載又は記録された株主又は登録質権者に対し商
　法第２９３条ノ５の規定による金銭の分配をするこ
　とができる。�
�
（除斥期間）�
第３５条　利益配当金及び前条の金銭の分配金が支
　払開始の日から満３年を経過したときは、当会
　社は、その支払の義務を免れる。�
�
　　　　　　　　付              則�
�
（外貨建社債についての名義書換代理人）�
第３６条　当会社は、その発行する外貨建社債につ
　き必要に応じ外国に名義書換代理人を置くこと
　ができる。�

第３号議案     取締役８名選任の件  �

�　取締役山口信夫、蛭田史郎、伊藤一郎、甲賀国男、渋川賢一、水谷茂、
辻田清の７氏は任期満了となりますので、取締役８名をご選任願いたいと

存じます。�

　取締役候補者は次のとおりであります。 
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昭和４１年４月　当社入社�
平成１２年６月　当社経営計画管理部長�
平成１３年６月　当社取締役�
平成１５年２月　当社常務取締役�
平成１５年６月　当社取締役（現在）�
　　　　　　　同専務執行役員�
平成１７年１０月　当社内部統制整備プロジェクト長�
　　　　　　　兼務（現在）�
平成１８年４月　当社副社長執行役員（現在）�
・経営戦略・経理財務担当�
�
〔他の法人等の代表状況〕�
　旭ファイナンス株式会社代表取締役社長�
　南仙台開発株式会社代表取締役社長（注１）�

３� ２４,０００株�
伊　藤　一　郎�

（昭和１７年７月６日生）�

昭和４３年４月　当社入社 �
平成９年６月　当社取締役（現在）         �
平成１１年６月　当社環境安全・生産技術本部長�
平成１４年６月　当社延岡支社長�
平成１５年６月　当社執行役員�
平成１６年４月　当社常務執行役員�
平成１８年４月　当社専務執行役員（現在）�
・環境安全・生産技術・ＰＬ担当�
�
〔他の法人等の代表状況〕�
　旭化成エンジニアリング株式会社代表取締役社長�

４� ３８,０００株�
甲　賀　国　男�

（昭和１８年１０月１７日生）�

昭和４２年４月　当社入社�
平成１０年６月　当社取締役�
　　　　　　　同化成品・樹脂事業部門長補佐�
平成１３年６月　当社機能化学品カンパニー社長�
平成１３年１１月　当社機能性コーティング原料事業�
　　　　　　　部長兼務�
平成１５年５月　旭化成ケミカルズ株式会社取締役�
平成１５年６月　当社取締役退任、同執行役員�
平成１５年９月　当社執行役員退任�
平成１５年１０月　旭化成ケミカルズ株式会社専務執�
　　　　　　　行役員�
平成１６年４月　当社常務執行役員（現在）�
平成１６年６月　当社取締役（現在）�
・総務・購買・コンプライアンス担当�

５� ３９,０００株�
渋　川　賢　一�

（昭和１８年９月７日生）�

候補者�

番　号�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の取締役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

昭和２７年４月　当社入社�
昭和５１年６月　当社取締役�
昭和５３年１１月　当社常務取締役�
昭和５６年６月　当社代表取締役（現在）�
                　　　同取締役副社長�
平成４年４月    当社取締役会長（現在）�

１� ５５,０００株�
山　口　信　夫�

（大正１３年１２月２３日生）�

昭和３９年４月　当社入社�
平成９年６月　当社取締役�
平成１０年６月　当社エレクトロニクス事業部門長�
平成１１年６月　当社常務取締役�
平成１３年６月　当社専務取締役�
平成１４年６月　当社取締役副社長�
平成１５年４月　当社代表取締役（現在）�
　　　　　　　同取締役社長（現在）�
平成１５年６月　同社長執行役員（現在）�
平成１７年４月　当社研究開発本部長兼務�
平成１７年８月　当社新事業本部長兼務�

２� ９３,０００株�
蛭　田　史　郎�

（昭和１６年１２月２０日生）�
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（４９）�

候補者�

番　号�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の取締役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

昭和４６年４月　当社入社�
平成１１年１０月　当社機能樹脂事業部長�
平成１４年１月　当社機能樹脂生産センター長�
平成１５年４月　当社機能樹脂・コンパウンドカン�
　　　　　　　パニー社長�
平成１５年５月　旭化成ケミカルズ株式会社取締役�
平成１５年１０月　旭化成ケミカルズ株式会社執行役�
　　　　　　　員・機能樹脂事業部長�
平成１６年４月　当社執行役員（現在）・延岡支社長�
　　　　　　  （現在）�
平成１６年６月　当社取締役（現在）�
・環境安全・生産技術・ＰＬ担当補佐�
�
〔他の法人等の代表状況〕�
　株式会社ケーブルメディアワイワイ代表取締役�
　社長（注２）�

６� １４,０００株�
水　谷　　　茂�

（昭和２１年１０月２６日生）�

昭和４５年４月　当社入社�
平成１３年６月　旭化成電子株式会社代表取締役社長�
平成１５年５月　旭化成エレクトロニクス株式会社�
　　　　　　　取締役�
平成１５年１０月　旭化成エレクトロニクス株式会社�
　　　　　　　執行役員�
平成１６年４月　旭化成エレクトロニクス株式会社�
　　　　　　　副社長執行役員�
　　　　　　　当社執行役員兼務（現在）�
平成１６年１０月　当社実装・表示材料マーケティン�
　　　　　　　グセンター長兼務�
平成１８年４月　当社新事業本部長兼務（現在）�

７� ５,０００株�
明　石　景　泰�

（昭和２０年９月２日生）�

昭和４６年４月　当社入社�
平成１４年６月　当社人事部長�
平成１５年６月　当社戦略人事室長�
平成１６年４月　当社執行役員（現在）�
平成１６年７月　当社人事労務センター長兼務�
平成１７年４月　当社人財・労務部長（現在）�
平成１７年６月　当社取締役（現在）�
・人財・労務担当�
�
�

８� １１,０００株�
辻　田　　　清�

（昭和２３年４月１６日生）�

（注）１. �
      　２.  �
�
　　  ３.  

　当社は、南仙台開発株式会社に対し、貸付を行っております。�
　当社は、株式会社ケーブルメディアワイワイの借入金に対する債務保証を行
っております。�
　注記ある候補者を除き、候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。�

第４号議案      補欠監査役２名選任の件  �

�　監査役が欠けた場合に備え、補欠監査役２名をご選任願いたいと存じ
ます。�

　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得て

おります。�
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（５０）�

候補者�

番　号�

氏　　　　名�

（生 年 月 日）�

所 有 す る�

当社株式の数�

略歴ならびに当社の監査役であるときの地位および担当�

〔他の法人等の代表状況〕�

昭和３４年４月　日本軽金属株式会社入社�
昭和３７年１２月　公認会計士試験合格�
昭和５３年８月　公認会計士登録�
平成２年６月　日本軽金属株式会社取締役�
平成５年６月　同社常勤監査役�
平成１３年６月　同社顧問（現在）�

１� １,０００株�
本　間　啓　司�

（昭和１２年２月２１日生）�

昭和４７年４月　最高裁判所司法研修所終了�
昭和４７年４月　弁護士登録�
　　　　　　　三宅法律事務所入所（現在に至る）�

２� １１,４１２株�
三　宅　雄一郎�

（昭和２２年８月８日生）�

（注）１. �
      　２.  

　本間啓司氏と当社との間には特別な利害関係はありません。�
　三宅雄一郎氏は、当社と顧問契約および訴訟委任契約を締結しております。�
�

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。�
　なお、本間啓司氏は、監査役和食克雄氏の、三宅雄一郎氏は、監査役坂
本秀文氏の、それぞれ補欠候補者であり、両氏とも会社法第２条第１６号に
定める社外監査役の要件を満たしております。�

第５号議案     取締役および監査役の報酬額改定の件�

　現在の取締役および監査役の報酬額は、取締役については平成１５年６月
２７日開催の第１１２期定時株主総会において、「月額３,０００万円以内」として、
監査役については平成６年６月２９日開催の第１０３期定時株主総会において、
「月額１,０００万円以内」として、それぞれご承認をいただき今日に至っており
ますが、報酬額の基準を月額から年額に改めるとともに、それぞれ定款に
定める定員に相当する金額に改めることとし、取締役の報酬額を「年額５
億円以内」、監査役の報酬額を「年額１億５,０００万円以内」に改定することに
つきご承認をお願いするものであります。�
　なお、この報酬額には従来の役員賞与を含み、また取締役の報酬額には、
従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬・賞与は
含まないものといたしたいと存じます。�
　現在の取締役の員数は７名、監査役の員数は４名でありますが、第３号
議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は８名となります。�
　また、定款では取締役は１２名以内、監査役は７名以内と定められており
ます。�
　　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�
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当社ホームページ　http://www.asahi-kasei.co.jp
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